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１．はじめに
　
１．１　クリアランスレベルとは
　
　　我々は、土壌や空気中、そして人の身体や食べ物にも含まれている天然放射性物質（ウラン、ラドン、カリウム－40等）
や宇宙線に起因して、常に自然界から平均約2.4ｍSv／年（世界平均）の放射線を受けており、国内の県別平均値の地域差は
ラドンなどの吸入によるものを除き最大約0.4ｍSv／年（約400μSv／年）である。（添付１－１、添付１－２、添付１－３、
添付１－４）
　　また、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は、日常生活で通常受け入れられているリスクについて、一般公衆の容認でき
るレベルを１年間あたり十万分の一程度と評価し、このことから放射線に対し容認できる水準は１年間あたり十万分の一から
百万分の一の範囲であると勧告している。
　　このような日常生活における自然界の放射線やリスクとの関連を念頭におけば、ある固体状物質に含まれる微量の放射性
物質に起因する線量が、自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できるものであ
るならば、当該物質を「放射性物質として扱う必要がない」と考えられる。
　
　　国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、平成８年（1996年）１月、「クリアランスレベル」という用語を使用し、原子炉施設等
における比較的多量の廃棄物及び再利用可能な物（以下「廃棄物等」という。）の固体状物質を主に念頭に置いて、その考え
方、導出方法等を初めて記載した技術文書「TECDOC-855：固体状物質に含まれる放射性核種のクリアランスレベル」を出
版した。また、同年２月、ＩＡＥＡ、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、国際労働機関（ＩＬＯ）、世界保健機関（ＷＨＯ）等
は、「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」（以下「ＢＳＳ」という。）を共同で出版して
おり、その中でクリアランスレベルの概念を「放射線防護に係る規制の体系から外してもよい物を区分するレベル」と定義し
ている。なお、クリアランスレベルに類似する概念として「規制免除レベル」があり、ＢＳＳでは「放射線防護に係る規制の
体系に入らない物を区分するレベル」と定義されているが、その判断の指標はクリアランスレベルと共通であり、「人の健康
に対するリスクが無視できること」とされている。（添付２）
　
　　当専門部会では、ＩＡＥＡ等の考え方に基づき、「放射性物質として扱う必要がない物」を区分するレベルを「クリアラ
ンスレベル」と呼ぶことにする。「放射性物質として扱う必要がない」ことを満足する要件は、当該物質に起因する線量が
「自然界の放射線レベルと比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できること」であり、実際には、この
線量を放射性核種の濃度に換算し基準値として使用する。
　
　　クリアランスレベルは、上述のとおり、国際的にはもともと概念として存在するものであるが、我が国では、これまで具
体的な数値として示されていなかった。他方、原子力の研究、開発及び利用に伴い発生する廃棄物等の処理、処分及び再利用
（再使用を含む。以下同じ。）を安全かつ合理的に行うため、クリアランスレベルの具体的な数値を算出し、その結果に基づ
いて基準値を導出することが求められており、特に近年、廃棄物の埋設処分や原子炉施設の廃止措置に関する計画が進んでい
ることから、クリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要がない物」を早期に制度化することが期待されてい
る。
　
　　また、諸外国においては、既に、クリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化している
国もあり、今後、クリランスレベルの概念が国際的に認知された場合、原子力施設の管理区域から持ち出された金属スクラッ
プや備品などが各国間で流通することになるため、我が国でも、このような点から、クリアランスレベルを用いて「放射性物
質として扱う必要がない物」を早期に制度化しておく必要がある。
　　クリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化することにより、以下のとおり、原子力の
研究、開発及び利用に伴い発生する廃棄物等の安全かつ合理的な処理、処分及び再利用が可能になる。
－環境への負荷の低減の観点から、原子力施設の管理区域内にある再利用可能な物について、資源として再利用が図れること
－再利用することが合理的でない廃棄物については、通常の産業廃棄物と同様に、放射線防護の観点を考慮する必要がない処
分を可能とすること
　
　　なお、規制免除レベルに関しては、ＢＳＳの考え方、数値等の我が国の法令への取り入れについて今後議論がなされるこ
とになっているが、その概念は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（ＲＩ法）に規定する「放射性同位
元素」の定義等において既に制度化されている。
１．２　これまでの経緯
　
　　クリアランスレベルに関しては、昭和59年８月、原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会がとりまとめた放射性廃棄物の
処理処分方策の中で、放射性廃棄物と「放射性廃棄物として扱う必要のないもの」を区分する「一般区分値」という概念を初
めて提案し、我が国としてその必要性を指摘した。また、これを受け、原子力安全委員会も、昭和60年10月、放射性廃棄物安
全規制専門部会が「無拘束限界値」という用語で「放射性廃棄物としての特殊性を考慮する必要がないもの」の基本的考え方
を提示し、同専門部会で検討を進めることとした。
　　その後、当専門部会等で無拘束限界値に関する調査審議が進められてきたが、その算出の考え方等を議論する上で必要な
科学的な知見が国際的に見ても十分ではなかったことなどの理由により、具体的な数値を導出するまでには至っていなかっ
た。なお、平成６年６月に改訂された原子力委員会決定「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」においては、「規
制除外・規制免除についても国際動向を踏まえ適切に対処する」との記述があり、「放射性廃棄物として扱う必要のないも
の」を区分するレベルについて、引き続き調査審議が進められるよう示唆している。（添付３）
　
　　平成８年（1996年）１月、ＩＡＥＡは、「クリアランスレベル」という用語を使用し、原子炉施設等における比較的多量
の廃棄物等の固体状物質を主に念頭に置いて、その考え方、導出方法等を初めて記載した技術文書「TECDOC-855」を出版
するとともに、同年２月、ＢＳＳにおいてその概念を定義した。TECDOC-855は専門家による検討結果をとりまとめたもの
であり国際安全基準ではないが、ＩＡＥＡは、各国からのコメントを平成11年（1999年）１月まで受け付けた後見直し作業を
行い、平成12年（2000年）頃を目途に、ＲＡＤＷＡＳＳ（放射性廃棄物国際安全基準）の安全指針（但し、数値そのものは参
考にすべき技術資料として添付される予定）として位置付け再出版する計画である。
　
　　このような背景を踏まえ、平成９年５月、原子力安全委員会は、原子力利用に伴い発生する廃棄物等の安全かつ合理的な
処理、処分及び再利用に資するとの観点からクリアランスレベルの設定の必要性を認識し、当専門部会に対し、国際的動向を
踏まえて具体的な基準値を導出するよう指示した。
　
１．３　本報告書の目的及び範囲
　
　　当専門部会でのクリアランスレベルに関する調査審議の目的は、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の考え方を基に、
科学的な観点から、我が国におけるクリアランスレベルの具体的な数値を算出し、規制に使用できる基準値を導出すること、
言い換えれば、「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化する際に基礎となる数値を示すことである。
　　当面の調査審議の範囲としては、①原子炉施設の場合には低レベル放射性廃棄物の埋設処分に係る安全基準等の策定及び
その適用の実績があること、②原子炉施設の場合には放射性物質の起源が主に中性子に起因した放射化であるため放射性核種
の種類、その組成等が比較的均一であること、③軽水炉及びガス炉の場合には各種データが蓄積されていること等の理由か
ら、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における固体状物質を対象とする。また、固体状物質の性状としては、焼却等の処
理を伴う可燃物は除き、コンクリート及び金属とする。
　　なお、軽水炉及びガス炉以外の原子炉施設（重水炉等。平成10年度末頃までには各種データが取得される予定。）、ＲＩ
法対象施設等における固体状物質（可燃物を含む。）のクリアランスレベルについては、今後、引き続き、段階的に調査審議
を実施する予定である。
　



２．クリアランスレベルに関するＩＡＥＡ等の国際的動向
　
(1) ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」のポイント
　
　　ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」は、原子炉施設等における比較的多量の廃棄物等の固体状物質を主に念頭に、放射
線防護に係る規制の体系から外された後の用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルを示すことを目的として、
平成８年（1996年）１月に出版された。
　　TECDOC-855は５つの章から構成されており、第１章では、背景、目的及び範囲が述べられている。第２章では、クリ
アランスレベルを導出するための放射線防護上の根拠やその際の考慮事項、無条件クリアランスレベルと条件付き（用途又は
行き先を限定する）クリアランスレベルとの相違点などが述べられている。第３章では、クリアランスレベルの導出方法及び
公表文献の比較・検討に基づく導出結果が示されており、その適用と解釈についても議論がなされている。また、第４章で
は、クリアランスレベルを満足しているか否かを検認するための方法が述べられており、第５章では、クリアランスレベルの
規制的な側面が議論されている。
　　TECDOC-855は、専門家による検討結果をとりまとめた技術文書の位置付けであり、国際安全基準ではない。ＩＡＥＡ
は、TECDOC-855に対する各国からのコメントを平成11年（1999年）１月まで受け付けた後見直し作業を行い、平成12年
（2000年）頃を目途に、ＲＡＤＷＡＳＳ（放射性廃棄物国際安全基準）の安全指針（但し、数値そのものは参考にすべき技術
資料として添付される予定）として位置付け再出版する計画である。なお、その際、規制除外、規制免除及びクリアランスの
概念を再整理した安全指針についても、同時に出版される予定になっている。
　
(2) ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」におけるクリアランスレベルの導出過程及び結果
　
　　クリアランスレベルを導出する方法として、行為、評価経路等の重畳を考慮しても「無視できる」線量である10μSv／
年（0.01ｍSv／年）（発生頻度が小さいと考えられる（Unlikely）シナリオについては100μSv／年）を使用し、現実的に起こ
り得ると想定される全ての評価経路を考慮する必要があるとしている。また、その導出結果は、現実的な評価パラメータに基
づくべきであり、放射性核種毎に最も大きな線量を生じる評価経路によって決められる必要があるとしている。
　　具体的な数値については、固体状物質の処分、焼却又は再利用に伴い想定される様々な評価経路について検討が行われて
いる公表文献を比較・検討することにより導出しており、例えば１～10Bq／gというように桁で表している。但し、参照した
公表文献の中で、重要な評価経路が抜けており不完全である、あるいは、評価パラメータの選定が非現実的であると判断され
たシナリオについては除外している。TECDOC-855におけるクリアランスレベルの導出結果を表－２－１に示す。クリアラ
ンスレベルの導出結果を見ると、高いエネルギーのγ線を放出するため外部被ばくの影響が大きい放射性核種（例えばCo
－60）及び内部被ばくの影響が大きいα核種（例えばPu-239）が最も低い値になっており、0.1～１Bq／gの範囲である。
　　ＩＡＥＡは、病院、研究機関、産業施設など核燃料サイクルと関連していない施設における気体、液体及び固体状物質の
クリアランスレベルについて、平成10年（1998年）２月に、技術文書「TECDOC－1000：医療、産業及び研究における放射性
核種の使用によって生じる物質のクリアランス」を出版している。TECDOC－1000は、固体状物質においては、少量（１トン
オーダー／年以下）を対象としたクリアランスレベルであり、その場合にはＢＳＳの規制免除レベルの数値をそのまま使用し
て良いとされている。なお、原子炉施設等における比較的多量の廃棄物等の固体状物質を主に念頭に置いたTECDOC-855の
導出結果は、TECDOC－1000に比べ、１桁から２桁程度低いものとなっている。
　
(3) 諸外国等におけるクリアランスレベル
　
　　諸外国やＩＡＥＡ以外の国際機関においてもクリアランスレベルに関する検討が行われており、一部の国ではクリアラン
スレベルが制度化され、実際に埋設処分及び再利用に適用されている。（付属資料－１）
　　ドイツ、英国、スウェーデン及びフィンランドの４ヶ国では、既にクリアランスレベルが制度化されており、β線及びγ
線を放出する放射性核種（以下「全βγ核種」という。）、α線を放出する放射性核種（以下「全α核種」という。）又は全
放射性核種に対する無条件クリアランスレベルが示されるとともに、一部の国では条件付きクリアランスレベルも併せて示さ
れている。例えば、ドイツでは、無条件クリアランスレベルについては全放射性核種で0.1Bq/g、条件付き（溶融する場合）
クリアランスレベルについては１Bq/gとなっており、さらに、原子力施設の管理区域で再使用される場合は１～200Bq/gと
なっている。スウェーデンでは、金属の再利用の場合は全α核種で0.1Bq/g、全βγ核種で0.5Bq/g（但し、規制当局が認めれ
ば１Bq/g）、また、一般の廃棄物処分場への埋立処分の場合は全α核種で0.5Bq/g、全βγ核種で５Bq/gであり、１×10９Bq/
サイト・年という総量規制もなされている。
　　米国では、原子力規制委員会（ＮＲＣ）のRegulatory Guide（規制ガイド）1.86における表面汚染の基準を準用し、原子炉
施設の廃止措置に伴う廃棄物の施設外への持ち出しの基準として用いられている。また、法令に規定されていないが、カナダ
では、原子力管理委員会（ＡＥＣＢ）が案件毎に個別審査するという方法によりクリアランスを適用した実績があり、ベル
ギーにおいても、案件毎に個別に認定を行っている。なお、フランスでは、埋設処分においては、クリアランスレベルを導入
する計画はなく、ゾーンニング（原子力施設の管理区域を区分し、発生する廃棄物を区画毎に分類する。）という方法により
放射性廃棄物と「放射性廃棄物でない廃棄物」を区分することを検討している。
　　欧州共同体（ＥＵ）は、原子力施設の管理区域内から持ち出された金属スクラップを再利用したり、備品を再使用した場
合には、これらが各国間で流通することになることから、ＥＵ諸国共通の基準を勧告すべく、昭和63年（1988年）に、鉄の再
利用（再使用を含む。）のクリアランスレベルに関する報告書を作成した。その後、この報告書を見直し、平成10年（1998
年）に、再利用性の高い鉄、アルミニウム、銅のスクラップの再利用及び機器等の再使用のクリアランスレベルに関する報告
書を作成した。この報告書では、放射性核種の濃度及び表面汚染密度を104の放射性核種毎に定めている。この報告書を受
け、ドイツや英国では、これまで全α核種、全βγ核種等で定めているクリアランスレベルを放射性核種毎に設定し直すとい
う動きもある。
　　経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）は、平成８年（1996年）に、金属スクラップの再利用に関する報告書
を出版した。この報告書では、クリアランスレベルの試算を行っているが、基準値としての提案は行っていない。また、ＩＡ
ＥＡ及びＥＵのクリアランスレベルに関する報告書に記載された数値を考察しており、これら報告書の数値には過度の保守性
が含まれているため疑問である（低すぎる）との見解を示している。



３．クリアランスレベルの算出
　
３．１　クリアランスレベルの算出の考え方
　
　　クリアランスレベルの算出の考え方を3.1.1から3.1.5までに項目毎に示すとともに、この考え方に基づく手順を整理したものを最後に図－３－５に示す。
　
3.1.1 算出方法の基本的考え方
　
　　ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」と同様に、以下の方法に従い、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における固体状物質を対象としたクリアランスレベルを算出する
こととした。
　
(1) 「自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスクが無視できる線量」として、行為、評価経路等の重畳を考慮して線量の目安値を設定する。
　
(2) この線量の目安値に相当する放射性核種の濃度を、以下の前提条件に従い算出する。

－放射線防護に係る規制の体系から外された（以下「クリアランスされた」という。）後の用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルとする。
－対象物に起因して現実的に起こり得ると想定される全ての評価経路（埋設処分、再利用）を考慮する。評価経路についてはクリアランスされた後の用途又は行き先を
限定しないため、発生確率を想定することは適当でないと考えられることから、保守的に確率を考慮しないこととする。
－対象物に起因して現実的な評価パラメータを用いて算出し、放射性核種毎に最小値を選定する。なお、この最小値を与える評価経路が「決定経路」となる。

　

　　ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」では、公表文献を比較・検討することによりクリアランスレベルを導出しているが、我が国におけるクリアランスレベルの算出におい
ては、日本における日常生活の態様、社会環境等を基に算出することを基本とし、評価経路及び評価パラメータの選定においては、これまでの原子力施設の線量評価（低レベ
ル放射性廃棄物埋設施設、実用発電用原子炉施設等の周辺公衆の線量評価等）も参考にすることとした。

　
3.1.2 線量の目安値
　　クリアランスレベルを算出するための線量の目安値は、法令で定める原子力施設周辺の公衆の個人線量限度（１ｍSv／年：自然界から受ける線量は除く。）を超えて放射
線を受けることがないようにすることはもちろん、クリアランスされた物質に起因する線量が「自然界の放射線レベルに比較して十分小さく、また、人の健康に対するリスク
が無視できる」ものとして、放射線防護の観点から考慮する必要がない十分に低い線量とする必要がある。
　　上述の考え方を満足させるため、放射線審議会が昭和62年に定めた「放射性固体廃棄物の浅地中処分における規制除外線量について」、原子力安全委員会が昭和63年に定
めた「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」及びＩＣＲＰ、ＩＡＥＡ等の関連文書を参考として、以下のとおり、クリアランスレベルを算出するための線量の目
安値を設定した。
　
(1) 現実的に起こり得ると想定されるシナリオ（「評価経路及び評価パラメータを組み合わせたものを「シナリオ」と呼ぶ。）から受ける個人の線量については、個人が行動を
決定する際に考慮に入れないリスクレベル（10－６／年）に相当する線量100μSv／年（0.1ｍSv／年）を、行為、評価経路等の重畳を考慮して十分の一とした10μSv／年（0.01
ｍSv／年：自然界の放射線レベル平均約2.4ｍSv／年の百分の一以下）とする。
　
(2) 評価経路の発生確率については、用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルを算出するため、保守的に確率を考慮しないが、評価パラメータのばらつき評価
（確率論的解析）で実施するパラメータの組み合わせによる97.5％片側信頼区間下限値の値（第４章参照）を「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」の一つとして取扱
い、その場合の個人の線量については、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」と同様に、100μSv／年を超えないことを確認する。
　
　　なお、表－３－１に、放射線審議会、原子力安全委員会、ＩＣＲＰ、ＩＡＥＡ等における線量の目安値に関する関連文書を示す。
　

　（注）ここで「線量」とは、クリアランスされた物質に起因する外部被ばくによる実効線量と、当該物質の吸入摂取及び経口摂取による預託実効線量の合計（自然界から受
ける線量を除く。）を示している。

表－３－１　放射線審議会、原子力安全委員会、ＩＣＲＰ、ＩＡＥＡ等における線量の目安値に関する関連文書
　

　 機　関 　 項　目 　 規制免除、クリアランス等の線量の目安値（＊）

放射線審議会
（昭和62年）

　

放射性固体廃棄
物の浅地中処分
における規制除
外線量について

　

・個人線量：１０μＳｖ／年
　なお、特定の事象に対する個人の算定結果が
　１０μＳｖ／年を超える場合であっても、当該
　事象の発生頻度が低く、その事象から受ける個
　人リスクが十分低いときは、判断基準を満たし
　ているものと考える。　
・最適化の観点から処分方法のあり方等について
　考慮が払われるべきである。（集団線量につい
　て基準はない）

原子力安全委員
会
（昭和63年）

　

放射性廃棄物埋
設施設の安全審
査の基本的考え
方
　

・個人線量：１０μＳｖ／年
　なお、発生頻度が小さいと考えられる事象につ
　いては、線量当量の評価値が１０μＳｖ／年を
　著しく超えないことをめやすとする。
・集団線量：基準はない

国際放射線防護
委員会（ＩＣＲ
Ｐ）
　

放射性固体廃棄
物の規制免除

　

○Pub.46（昭和60年（1985年））
・個人線量：１０μＳｖ／年
・集団線量：１人・Ｓｖのオーダより小さければ
　最適化の詳細な検討をする必要はない。

国際原子力機関
（ＩＡＥＡ）

　

規制免除レベル

クリアランスレ
ベル

　

○Safety Series No.89(昭和63年(1988年))
・個人線量：１０μＳｖ／年オーダ
・集団線量：約１人・Ｓｖより小さければ最適化
　の詳細な検討をする必要はない。
○国際基本安全基準（ＢＳＳ）(平成8年(1996年))
・上記と内容は同じ。
○技術文書「TECDOC-855」
・個人線量：１０μＳｖ／年オーダ
・集団線量：約１人・Ｓｖより小さければ最適化
　の詳細な検討をする必要はない。ただし、集団
　線量の評価結果が１人・Ｓｖを超える場合であ
　っても、クリアランスが最適化された選択肢で
　あることが証明できれば良い。

(*)１つの線源又は行為に対する規制免除、クリアランス等の線量の目安値である。なお、個人線量の目安値は、個人が行動
を決定する際に考慮に入れないリスクレベル（10－６／年のオーダ）に相当する線量（100μSv／年）を､複数の線源からの重
複を考慮して算出されたものである。
(注)ＩＣＲＰ Pub.60 によれば、放射線によって誘発される致死的なガン及び重篤な遺 伝的影響と線量との間の発生確率係数
は、５×10－２／Svとされている。

　
3.1.3 評価対象者
　
　　クリアランスレベルを算出するに当たり、評価対象者及び評価パラメータの選定の基本的考え方として、ＩＣＲＰ等で示されている決定グループの考え方は重要である。
決定グループの考え方は、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の参照文献においても採用されており、以下のとおりである。
　
　　－　対象物に起因して線量を最も高く受ける人々を代表
　　－　均質な集団を選定（評価上は集団を代表する１人についてモデル化）
　　－　日常生活の態様等は平均的な値、代謝パラメータは代表値を選定
　
　　上記のＩＣＲＰ等での決定グループの考え方、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第13条の９に規定する廃棄物埋設事業の許可申請を行う
ことができる放射性廃棄物の放射性物質の濃度の上限値（以下「政令濃度上限値」という。）を導出した当専門部会等の報告書「低レベル放射性固体廃棄物の陸地処分の安全
規制に関する基準値について（中間報告及び第２次中間報告）」（昭和61年12月、平成４年２月）（以下「政令濃度上限値報告書」という。）、日本原燃（株）六ヶ所低レベ
ル放射性廃棄物埋設センターに係る廃棄物埋設事業許可申請書「以下「低レベル放射性廃棄物埋設申請書」という。）等を参考に、現実的に起こり得ると想定されるシナリオ
に対して線量を最も高く受ける人々を代表できる均質な集団を評価対象者として選定し、クリアランスレベルの算出を行うこととした。
　
　　ＩＣＲＰ Pub.43「公衆の放射線防護のためのモニタリングの諸原則」（昭和60年（1985年））に示されている決定グループの考え方と本報告書のクリアランスレベルの算
出の考え方との比較を、参考として表－３－２に示す。
　
　　なお、決定グループの考え方とは別に潜在被ばくの概念がある。潜在被ばくの概念については、ＩＣＲＰ Pub.46「放射性固体廃棄物処分に関する放射線防護の諸原則」
（昭和60年（1985年））、ＩＣＲＰ Pub.64「潜在被ばくの防護」（平成４年（1992年））等に示されている。ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」においては、評価経路の発生
確率を推定することが難しいこと、及び発生頻度が小さいと考えられるシナリオについても100μSv／年で実施していることから、潜在被ばくの概念を適用する方法は採用さ
れていない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［参考］

表－３－２　ＩＣＲＰ　Ｐｕｂ．４３の決定グループの考え方と本報告での

　　　　　　　　　クリアランスレベルの算出の考え方との比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１／２）

決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの考え方(ICRP Pub.43＊１) 　　クリアランスレベルの算出の考え方

決定ｸﾞﾙｰﾌﾟとは、集団中で最も高い線
量当量を受けると予想される個人を代
表するべきである。

　

対象物に起因して現実的に起こり得ると想定
される評価経路により、最も高い線量を受け
ると予想される人々を決定ｸﾞﾙｰﾌﾟとして選定
している。なお、評価パラメータのばらつき
評価による確率論的解析結果により、算出結
果が集団の中で決定ｸﾞﾙｰﾌﾟとして高い線量を
受ける人々を代表していることを確認する。
（第４章参照）
　

ｸﾞﾙｰﾌﾟは、年齢、食習慣、受ける線量
当量に影響を与えるような生活行動に
関して均質であるよう、十分小さいも
のであるべきである。
　

対象物に起因して現実的に起こり得ると想定
される評価経路により、経路毎に決定ｸﾞﾙｰﾌﾟ
を定めており、十分均質な小さいものとなっ
ている｡
　

公衆の個々の構成員に適用される線量
当量限度は、決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの平均線量当
量に適用することが合理的である。
見かけ上均質であっても個人差がある
ので、決定ｸﾞﾙｰﾌﾟのいく人かは平均値
よりは高い線量当量を受けることもあ
るが、通常は線量当量が最大となるよ
うな仮定を用いているため、実際に受
ける線量当量は推定した線量当量より
低いであろう。
　

生活習慣等に関しては、現実的な評価パラメ
ータを用いており、決定ｸﾞﾙｰﾌﾟのいく人かは
平均値よりは高い線量を受ける可能性もある
が、評価パラメータの一部は決定ｸﾞﾙｰﾌﾟとし
て保守的な値を適用しており、評価結果は実
際に受ける線量より高くなると予想される。

　

決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの大きさは、通常数十人で
ある。大きな集団が均質に被ばくする
ような場合は、決定ｸﾞﾙｰﾌﾟはもっと大
きくなるかもしれない。極端な場合、
例えば詳細に特徴づけることができな
いような将来の状況を取扱う際、一人
の仮想的な個人として決定ｸﾞﾙｰﾌﾟを定
義することが便利なこともある。
　

対象物に起因して現実的に起こり得ると想定
される評価経路により、経路毎に決定ｸﾞﾙｰﾌﾟ
を定めており、十分均質な小さい集団となっ
ている。なお、現実的な集団を考慮すれば、
決定ｸﾞﾙｰﾌﾟはより大きな集団になることも考
えられるが、大きな集団は考慮していない。
（評価上は集団を代表する１人についてモデ
ル化）
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２／２）

決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの考え方(ICRP Pub.43＊１) 　 クリアランスレベルの算出の考え方

習慣の調査では、決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの中の最
も被ばくする一個人に基づいて管理し
ようとして、そのような個人を探す必
要はない。ある時点における習慣の調
査結果は、基礎となった分布の一指標
と見なすべきであり、極端な習慣をも
つ個人が一人か二人見つかったとして
も、平均として採用された値は不当に
影響されるべきでない。
線量当量評価にあたっては、食物消費
率あるいは居住パラメータなどの因子
について、適切な平均値を選ぶことが
重要である。しかし、代謝パラメータ
は、極端な値ではなく通常のｸﾞﾙｰﾌﾟに
における年齢別グループ（胎児、幼児
、小児、成人）についての代表的な値
を選ぶべきである。

現実的に起こり得ると想定される評価経路に
対し、統計データ等に基づき、現実的なパラ
メータ（平均的な値又は代表値）を選定して
実施している。
評価パラメータのばらつき評価による確率論
的解析結果により、９７．５％下限値を設定
し確認することにより、極端な想定は対象と
して実施していない。（第４章参照）
なお、代謝パラメータは成人を基に実施して
いる。（付属資料－６参照）

　

決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの被ばくが容認できるかど
うかの判断は、計算された平均線量当
量が線量当量限度に近いかどうかだけ
ではなく、実際の線量当量の分布の予
想される広がりにも依存するであろう
。

評価パラメータのばらつき評価により中央値
が１０μＳｖ／年よりも十分低いとともに、
９７．５％下限値が１００μＳｖ／年未満で
あることを確認することにより、分布の広が
りも考慮する。（第４章参照）
　

別の線源が、いずれかの決定ｸﾞﾙｰﾌﾟの
被ばくに寄与する可能性も考慮する必
要がある。

線量の目安値の１０μＳｖ／年は、複数の線
源（行為、評価経路等）の寄与も考慮した値
である。

均質性の条件を満たすためには、最大
値と最小値の比が一桁を超えるべきで
はない。したがって、多くの分布につ
いて、平均値は予想される最大値と最
小値の比が一桁を超えるべきではない
。したがって、多くの分布について、
平均値は予想される最大値の１／２な
いし１／３であろう。
　

パラメータのばらつき評価により９７．５％
下限値が１００μＳｖ／年未満であることを
確認している。
なお、確率論的解析は決定ｸﾞﾙｰﾌﾟを含んだ集
団について実施したため、決定ｸﾞﾙｰﾌﾟに対す
る広がりは確率分布より小さくなると予想さ
れる。（第４章参照）

　

＊１ ＩＣＲＰ　Ｐｕｂ．４３は平常時モニタリングについての要求事項であり、ク
リアランスレベルと直接的に関係するものではないが、決定グループの考え方が詳
細に示されているため、クリアランスレベルの算出の考え方との比較の検討とし
た。

　
3.1.4 評価対象物
　
(1) 評価対象物の種類及び量
　
　　本報告書における評価対象物の種類及び量は、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）の廃止措置及び運転（以下「廃止措置等」という。）に伴い発生する廃棄物等の種類
及び推定される発生量を基にしている。
　
　　沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）及び加圧水型軽水炉（ＰＷＲ）110万kW級、ガス冷却炉（ＧＣＲ）16万kWの原子炉施設１基当たりの廃止措置に伴い発生する廃棄物等の推定量
は、表－３－３に示すとおりである。廃止措置に伴い発生する廃棄物等のうちクリアランスレベル以下と想定されるものの大部分は金属とコンクリート（保温材等を含む。）
であり、例えば、ＢＷＲで約53万トン（当専門部会が平成４年２月に示した「放射性廃棄物でない廃棄物の基本的考え方」による廃棄物等も含む。）と推定されている。
　
　　これらの廃棄物等については、図－３－１に示すとおり、評価上、金属及びコンクリートがそれぞれ再利用又は産業廃棄物と同様に処分されるものと想定する。可燃物
は、今回の評価の対象には含まないものとする。
　　また、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」等において、クリアランスレベルは１行為に対し算出することとされていることから、今回のクリアランスレベルの算出におい
ても、１行為を実用発電用原子炉施設１基を廃止した場合とし、この場合に推定される廃棄物等の量を基に計算することとした。なお、線量の目安値が100μSv／年の十分の
一に設定されていることから、複数の実用発電用原子炉施設の廃止のような行為の重畳は既に考慮されている。
　　なお、試験研究用原子炉施設（重水炉及び高速炉を除く。）の廃止措置に伴う廃棄物等及び主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）の運転に伴い発生する廃棄物等は、実用
発電用原子炉施設の廃止措置に伴い発生する廃棄物等の発生量に比べ極めて小さいため、廃棄物等の物量は実用発電用原子炉施設の廃止措置に係る物量に評価上包含される。
（添付４－１、添付４－２）
　
　
(2) 代表的な放射性核種の選定
　
　　クリアランスレベルの算出においては、以下の方法によって選び出された放射性核種のうち、線量評価上代表的と考えられる20の放射性核種を選定した。
　
－原子炉施設の廃止措置等に伴って発生する廃棄物等の汚染の原因には、原子炉冷却材等の付着、浸透等による二次的な汚染と、原子炉内の中性子線の作用による放射化の汚
染が挙げられるため、二次的な汚染と放射化の汚染のそれぞれの対象となる放射性核種について評価する。
　
－原子炉施設の廃止措置については、標準的な工程として原子炉停止以降解体撤去開始まで約５～10年間の安全貯蔵期間が確保され、半減期が短い放射性核種は埋設処分又は
再利用されるまでに十分減衰するため、半減期の短い放射性核種は対象外とする。
　
－政令濃度上限値に規定されている放射性核種及び低レベル放射性廃棄物埋設申請書に記載された放射性核種について、これらを選定する際に参考とした放射性核種を考慮す
る。
　
－ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」に示されている放射性核種を参考にする。ただし、TECDOC-855では、原子炉施設以外と考えられる放射性核種も考慮されているため、
半減期が短く、かつ原子炉施設における物量が少ない放射性核種については除外する。
　
　　なお、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）を対象に「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化するための基準値を導出する場合には、クリアランスレベルの算出
結果及び評価対象物の放射性核種の組成等を踏まえ、主な原子炉施設における固体状物質を対象に線量評価において相対的に重要となる放射性核種（重要放射性核種）を抽出
することが考えられ、その点については第４章において考察することとする。

表－３－３　実用発電用原子炉施設の廃止措置に伴い発生する廃棄物等の発生量（推定）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：万トン）

　　　　　　 　炉　型

区　分

　　　ＢＷＲ（１１０万ｋＷ級） 　　　 ＰＷＲ（１１０万ｋＷ級） 　　　 　ＧＣＲ（１６万ｋＷ）

　金　属 　ｺﾝｸﾘｰﾄ 合　計 　金　属 　ｺﾝｸﾘｰﾄ 合　計 　金　属 　ｺﾝｸﾘｰﾄ 合　計

　

低レベル放射性
廃棄物(現行の政令
濃度
上限値を超えるも
の)
　

０．０１

　

　　０

　

０．０１

　

０．０１

　

０．０１

　

０．０２

　

０．０２

　

　０．３

　

　０．３

　

低レベル
放射性廃棄物

０．２
　

０．１以下
　

　０．２
　

　０．２
　

０．１以下
　

　０．３
　

　０．２
　

　１．０
　

　１．２
　

　

低レベル放射性
廃棄物(放射能ﾚﾍﾞﾙ
の極めて低いもの)

１以下
　

１以下
　

　 １
　

　０．２
　

　０．１
　

　０．３
　

　０．３
　

　０．５
　

　０．８
　

放射性物質として扱う
必要がない物
　

　 ３
（１以下）
　

　５０
（４９）
　

　５３
（５０）
　

　 ４
（３）
　

　４５
（４４）
　

　４９
（４８）
　

　１以下
（１以下）
　

　 １３
（１２）
　

　 １３
（１２）
　

　　　合　　　計
　　　
　

　　４

　

　 ５０

　

　５５

　

　　４

　

　４５

　

　５０

　

　　１

　

　 １４

　

　 １６

　

（注）① 上記の発生量の数値は、総合エネルギ－調査会原子力部会報告書｢商業用原子力発電施設の廃止措置に向
けて｣(平成９年１月)による。

　
　なお、括弧内は、原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会が平成４年２月に示した「『放射
性廃棄物でない廃棄物』（放射性物質によって汚染された可能性が全くないもの等）の範囲に関する基
本的考え方」に基づき試算した値である。

② 端数処理のため合計は合わないことがある。また、数値は、各炉型１基当たりの発生量である。

③ 「放射性物質として扱う必要がない物」は、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」におけるクリアランス
レベルの数値を基に試算した値である。

　　　　　
　　　　
　　　　
3.1.5　評価経路
　
(1) 埋設処分に係る評価経路
　
　　埋設処分に係る評価経路については、政令濃度上限値報告書、低レベル放射性廃棄物埋設申請書等において示されているものを参考にした。
　　クリアランスレベルを算出するために考慮される評価経路は、廃棄物が埋設処分場に至るまでのハンドリングや輸送の法令と実態、産業廃棄物処分場に関する法令、埋設
処分場の実態、周辺の自然条件及び社会環境、あるいは一般公衆の日常生活の態様等を踏まえて、クリアランスされた後に現実的に起こり得ると想定される評価経路を網羅的
に全て包含するように選定する必要がある。その際、全ての経路を評価の対象とする必要はなく、包含性のある評価経路を選定して評価することにより、クリアランスレベル
を算出することができる。即ち、以下の前提条件の下で、線量評価を行うまでもなく他の経路と比較して線量が十分小さいと判断される経路、また、他の経路の評価結果に包
含されてしまう経路を除いた後、評価すべき経路を選定した。
　　また、評価経路については経路毎に発生確率は異なると考えられるが、用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルの算出に当たっては、埋設処分に関連する
自然条件や社会環境を特定し、発生確率を想定することは適当でないと考えられることから、保守的に、確率を考慮しないこととした。
　
［前提条件］
　
①　クリアランスされた廃棄物の評価開始時期は、クリアランスレベル以下であることの検認が終了し、原子炉施設から搬出する時点とする。
②　原子炉施設の廃止措置に伴い発生する廃棄物は、コンクリート及び金属の廃棄物であること、また、放射性核種の地下水等への移行が大きくなり保守的な評価ができるこ
とから、産業廃棄物における「安定型処分場」と同様の構造の処分場に処分すると仮定する。
③　廃棄物の処分方法として我が国で行われているのは、埋立処分（水面埋立を含む。）と海洋投入処分である。このうち海洋投入処分については、「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行令」第６条第１項の規定により、金属くずや建設廃材などは禁止されている。また、埋立処分については、平成５年４月時点で総施設数2,636のうち海面埋立
施設は18施設であり、残りは内陸埋立施設となっている。（産業廃棄物処理ハンドブック－平成８年版－）　これらの状況に照らして、安定型処分として内水面埋立が行われ
ることは一般的でないと考えられ、処分方法としては内陸の埋立処分と海面埋立を評価の対象とする。
④　その他の埋設処分場の立地条件については、これを限定することができないため、処分地の自然環境及び社会環境に関して広く想定する。
⑤　埋設処分が完了し閉鎖された後は、跡地が利用されるものとして、想定される評価経路の選び出しを行う。
　
　　このようにして、クリアランスレベル（埋設処分）の算出に係る選定した評価経路を図－３－２に示す。算出の対象となる評価経路は、網羅的に選定された125経路（付
属資料－２参照）のうち41経路である。
　　今回選定した評価経路は、可燃物に関するものを除き、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の埋設処分に係る評価経路を全て包含している。なお、TECDOC-855では、可
燃物の埋設も考慮して、埋設処分場の火災、焼却処分に係る評価経路が選定されているが、本報告書では、3.1.4に示したとおり、今回の評価対象には可燃物を含まない。
　
［TECDOC-855で考慮されている主な評価経路（埋設処分）］
　　　・運搬作業者
　　　・埋立処分場の作業者
　　　・閉鎖された処分場での跡地利用する行為及び移行経路
　　　・埋立処分場の火災
　　　・焼却炉の運転者
　　　・焼却に伴う排気
　　　・焼却灰の処分

　

(2) 再利用に係る評価経路
　
　　再利用に係る評価経路については、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」も参考にしつつ、多様な可能性を想定してその安全性を広く確認しておくことが重要である。そこ
で、現実的に想定し得る再利用について安全性を広く確認するため、埋設処分に係る評価経路と同様な方法で、再利用に係る評価経路の選定を行った。
　　クリアランスレベル（再利用）を算出するために考慮される評価経路は、対象物が最終製品として利用されるまでのハンドリングや輸送の法令と実態、リサイクルの実
態、製品の製造過程及び利用形態、あるいは一般公衆の日常生活の態様等を踏まえて、クリアランスされた後に現実的に起こり得ると想定される評価経路を網羅的に全て包含
するように選定する必要がある。その際、全ての経路を評価の対象とする必要はなく、包含性のある評価経路を選定して評価することにより、クリアランスレベルを算出する
ことができる。即ち、以下の前提条件の下で、線量評価を行うまでもなく他の経路と比較して線量が十分小さいと判断される経路、また、他の経路の評価結果に包含されてし
まう経路を除いた後、評価すべき経路を選定した。
　　また、評価経路については経路毎に発生確率は異なると考えられるが、用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルを算出するに当たっては、用途を具体的に
特定し発生確率を想定することは適当でないと考えられることから、保守的に、確率を考慮しないこととした。
　
［前提条件］
　
①　クリアランスされた対象物の評価開始時期は、クリアランスレベル以下であることの検認が終了し、原子炉施設から搬出する時点とする。
②　再利用に係る評価経路を日常生活時と就業時とに分け、また、再利用形態に処理するための過程と再利用製品を扱う状態とに分けて検討する。さらに、再利用製品につい
ては、消費財と建築材とに分類した上で各品目を挙げて検討する。
③　再利用製品の選定については、一般的に想定される品目として、主要耐久消費財等調査品目（家計消費の動向－平成７年度版－、経済企画庁調査局）等を参考にする。た
だし、再利用製品については、その利用目的を考慮しつつ、利用条件及びリサイクル条件に網羅性を持たせるよう配慮する。
④　特殊材料が使用される等、再利用される可能性が極めて低いと考えられる経路については想定しない。例えば、再利用金属でできた航空機に乗る経路や医療機器に再利用
される経路は想定しない。
⑤　腕時計やベルトのバックルへの再利用など局所被ばくとなる場合には、線源形状が小さいので全身に対する影響は小さいと考えられるため、評価経路には選定しない。
　
　　このようにして、クリアランスレベル（再利用）の算出に係る選定した評価経路を図－３－３に示す。算出の対象となる評価経路は、網羅的に選定された77経路（付属資
料－３参照）のうち32経路である。
　
　　また、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」で採用されている再利用の評価経路と今回選定した評価経路の比較を表－３－４に示す。今回選定した評価経路は、評価の対象
外である建物の再使用を除き、TECDOC-855の再利用に係る評価経路を全て包含している。

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　表－３－４　IAEA技術文書｢TECDOC-855｣で考慮された評価経路（再利用)と今回選定した評価経路との比較
　

　

　 　

　　　　　　　 IAEA-TECDOC-855注 　　今回選定した

　　評価経路IAEA S.S. No.111-P-1.1 　　　　　CEC

　金
　属
　の
　再
　利
　用
　
　

　

スクラップの
溶
融処理

　

　　　　　○
（スクラップの集積、
輸
送、前処理、溶融処
理、
一次製品加工、最終製
品
加工、製品の輸送の各
工
程について評価）
　

　　　　　○
（スクラップの溶融処
理
、最終製品加工、スラ
グ
セメントの加工の各工
程
について評価）

　

　　　　　○
（スクラップの積み下
ろ
し､輸送、前処理、溶
融·
鋳造、スラグ作業、製
品
加工の各工程について
評
価）
　[経路No.12～No.20]

スクラップ作
業
場周辺居住

　　　　　○
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.7,8]

自動車利用
　

　　　　　○
　

　　　　　○
　

　　　　　○
　　[評価経路No.21]

オートバイ利
用
　

　　　　　－
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.22]

船舶利用
　

　　　　　－
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.23]

住宅への鉄材
利
用
　

　　　　　○
　 （部屋の化粧板）
　

　　　　　○
　（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅）
　

　　　　　○
　（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ住宅）
　　[評価経路No.5]

再生鋼材製品
の
家庭利用
　

　　　　　○
　　（家庭用機器）
　

　　　　　○
　　　 （家具）
　

　　　　　○
　（冷蔵庫、ベッド）
　　[評価経路No.1,2]

調理品利用

　

　　　　　○
　　（フライパン）
　

　　　　　－

　

　　　　　○
　　（フライパン）
　　[評価経路No.3]

飲料水缶利用
　

　　　　　－
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.4]

水道管利用
　

　　　　　－
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.6]

溶融副産物ス
ラ
グの利用
　

　　　　　○
　　　（駐車場）
　

　　　　　○
（コンクリート建築
物）
　

　　　　　○
　　　（駐車場）
　　[評価経路No.29]

大型機械への
利
用

　　　　　○
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.25]

机への利用
　

　　　　　－
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　　[評価経路No.24]

機器類の再使
用

　

　　　　　○
（工具類、小型モー
タ、
大型ポンプ、大型機器
の
再使用）
　

　　　　　○
（大型ポンプ、貯水タ
ン
クの再使用）

　

　　　　　○
（モータ、バルブ等の
再
使用）
[評価経路No.26
～No.28]
　

　

　

　コ
　ン
　ク
　リ
　｜
　ト
　の
　再
　利
　用

　

コンクリート
の
再利用処理

　

　　　　　○

　

　　　　　－

　

　　　　　○
　[評価経路No.30,31]

　

スクラップ作
業
場周辺居住

　　　　　－
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　 [評価経路No.10,11]

駐車場への利
用
　

　　　　　○
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　 [評価経路No.32]

建物への利用
　

　　　　　○
　

　　　　　－
　

　　　　　○
　 [評価経路No.9]

建物の再使用

　

　　　　　○

　

　　　　　－

　

（建屋は解体撤去する
た
　　め評価対象外）
　

　

注）　IAEA-TECDOC-855で参照されている公的機関における文献
　　　・IAEA S.S. No.111-P-1.1；IAEA SAFETY SERIES No.111-P-1.1,“Application of
　　　　　　　　 　　　　　　　 Exemption Principles to the Recycle and Reuse of Materials
　　　　　　　　　　　　　　　　from Nuclear Facilities”,1992
　　　・CEC；Radiation protection No.43,“Radiological Protection Criteria for the Recycling　of Materials from the Dismantling
　　　　　　　　 　　　　　　　 of Nuclear Installations”,1988

　
3.1.6 計算モデル及び評価パラメータ
　
(1) 評価パラメータ選定の基本的考え方
　
　　クリアランスレベルを算出するためには、評価経路を選定して、その評価対象者に対する計算モデルを作成し、計算モデルに用いられる評価パラメータの値を選定する必
要がある。
　　評価パラメータは、評価経路の選定と同様に、現実的に起こり得ると想定されるシナリオを対象とすることとし、社会環境、日常生活の態様等を考慮して標準的である人
を対象として現実的と考えられる値を評価パラメータとして選定することとする。今回、クリアランスレベル（埋設処分）の算出に際して用いた評価対象者及び評価パラメー
タの基本的考え方を図－３－４(1)に示す。また、クリアランスレベル（再利用）の算出に際して用いた評価対象者及び評価パラメータの基本的考え方を図－３－４(2)に示す。
　
　　クリアランスレベル算出のための評価パラメータについては、元素・核種によって数値が異なる「元素・核種に依存するもの（元素・核種依存性）」と「元素・核種に依
存しないもの（元素・核種非依存性）」に分類される。
　　「元素・核種依存性」の評価パラメータとしては、移行係数、分配係数、線量換算係数などが挙げられるが、これらはこれまでの試験・研究等によりデータが採取され評
価された上、各文献にまとめられており、これらの値を用いるのが適切と考えられる。
　　「元素・核種非依存性」の評価パラメータとしては、埋設処分に係る評価では、作業者の呼吸量、作業時間、農畜産物の摂取量、廃棄物処分場の大きさ、降水量など、再
利用に係る評価では、金属・コンクリートの製品への使用割合、各製品の重量・寸法、作業者の作業環境などの社会環境、日常生活の態様等に関するものである。これらにつ
いては、参考となる文献等により、標準的な人を対象として現実的な値を評価パラメータとして選定する必要があるが、評価パラメータによっては、直接参考となる文献等が
ないものもある。参考となる文献等がない評価パラメータについては、他の評価パラメータを参考に現実的と考えられる値を評価パラメータとして選定する。その他データが
ないものについては、現実的な範囲で保守的に選定する。
　
　　なお、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）を対象に「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化するための基準値を導出する場合には、クリアランスレベルの算出
結果を基に、線量評価上重要となる評価経路について評価パラメータのばらつき評価を行うことが考えられ、その点については第４章において考察する。

　
(2) クリアランスレベル（埋設処分）計算モデル
　
　　クリアランスレベル（埋設処分）の算出のための計算モデルの例として、主な評価経路と考えられる「操業の評価経路」及び「地下水移行の評価経路」の計算モデルを以
下に示す。
　
【操業の評価経路】
　
　　この評価経路では、廃棄物そのものが線源となるので、廃棄物の放射性核種の濃度がそのまま用られることとなる。
　　廃棄物の運搬作業者及び埋立作業者の線量評価については、次式により線量を求める。
　
　　・直接放射線外部被ばく線量：ＤＥＸＴ(i) (Sv/y)

　　　　 ＤＥＸＴ(i)＝ＣＷ(i)･ＳＯ･ｔＯ･ＤＣＦ、ＥＸＴ(i)

　　　　　 ＣＷ(i)＝ＣＷ０(i)･ＦＷＣ

　
　　　

ＣＷ(i) ： 廃棄物中の核種ｉの濃度(Bq/g)
ＳＯ ： 核種ｉの外部被ばくに対する遮へい係数(-)
ｔＯ ： 年間作業時間(h/y)

ＤＣＦ、ＥＸＴ(i) ： 核種ｉによる外部被ばくに対する線量換算係数
　((Sv/h)／(Bq/g))

ＣＷ０(i) ： クリアランス対象物廃棄物中の核種ｉの濃度
(Bq/g)

ＦＷＣ ： 廃棄物中に占めるクリアランス対象廃棄物の割合
(-)

　　・粉塵吸入内部被ばく線量：ＤＩＮＨ(i) (Sv/y)

　　　　 ＤＩＮＨ(i)＝ＣＷ(i)･ｆＯ･ＢＯ･ｔＯ･ＤＣＦ、ＩＮＨ(i)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

ｆＯ ： 作業時の空気中のダスト濃度(g/m３)
ＢＯ ： 作業者の呼吸量(m３/h)

ＤＣＦ、ＩＮＨ(i) ： 核種ｉによる吸入被ばくに対する線量係数(Sv/Bq)

　　　　　　

【地下水移行の評価経路】
　
　　埋設処分の地下水移行の評価経路については、処分場の下を流れる帯水層に放射性核種が流入し、地下水によって放射性核種が移行する評価経路を想定している。
　
　　・埋設施設からの放射性核種の漏出量評価式（放出係数モデル）
　　　Ｊ(t､i)＝ηｉ･ＣＷ(i)･Ｗ･exp(－（λｉ＋ηｉ）･ｔ）　　ｔ＞０

　　　　　ηｉ＝（ＲＩＮ　／ＨＤ）･ＲＣ(i)　　

　
　　　　

Ｊ(t､i) ： 時間ｔにおける核種ｉの漏出量(Bq/y)
ｔ ： 漏出開始後の経過時間(y)

ηｉ ： 核種ｉの漏出率(1/y)

Ｗ ： 廃棄物の総重量(g)
λｉ ： 核種ｉの崩壊定数(1/y)

ＲＩＮ ： 年間作業時間(h/y)

ＨＤ ： 処分場深さ(m)
Ｒｃ(i) ： 核種ｉの放出係数(-)

　
　・地下水中での放射性核種の移行速度評価式：ｘ方向の移流・拡散分散を評価

　　∂/∂t･ＲＳ(i)･CＧＷ(x,t,i)＝ＤＸ･(∂２CＧＷ(x,t,i)/∂x２)－ＵＳ･(∂CＧＷ(x,t,i)/∂x)

　　　　　　　　　　　　　　 －ＲＳ(i)･λｉ･CＧＷ(x,t,i)

　　　　　　　　　　 ＲＳ(i)＝１＋［（１－ｆＳ）／ｆＳ］･ＫdＳ(i)･ρＳ

　
　　　　　

ＲＳ(i) ： 帯水層遅延係数(-)

ＣＧＷ(x,t,i) ： 位置x、時間ｔにおける地下水中の核種ｉの濃度(Bq/m３)

ＤＸ ： x方向の分散係数(m２/y)

ＵＳ ： 地下水流速(m/y)

ｆＳ ： 帯水層空隙率（－）

ρＳ ： 帯水層土壌真密度(g/cm３)

ＫdＳ(i) ： 帯水層土壌に対する核種ｉの分配係数(mL/g)

　
　 ・地下水飲用による内部被ばく線量：ＤＩＮＧ(t､i) (Sv/y)

　　　 ＤＩＮＧ(t､i) ＝ＣＷＷ(t､i)･Ｑｗ･ＤＣＦ、ＩＮＧ(i)

　　　　ＣＷＷ(t､i)＝ＣＧＷ(ｘｗ､t､i)･Ｒｗ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

ＣＷＷ(t､i) ： 時間ｔにおける井戸水中の核種ｉの濃度(Bq/m３)
ｘｗ ： 処分場下端から井戸水までの距離(m)
Ｑｗ ： 人の年間飲料水摂取量(m３/y)

Ｒｗ ： 井戸水の混合割合(-)
ＤＣＦ、ＩＮＧ(i) ： 核種ｉの経口摂取被ばくに対する線量係数(Sv/Bq)

　
(3) クリアランスレベル（埋設処分）における評価パラメータ
　
　　クリアランスレベル（埋設処分）の算出のための評価パラメータは、評価パラメータ選定の基本的考え方に基づき選定した。主な評価パラメータの選定結果を表－３－５
に示す。
　
　　なお、付属資料－２に、クリアランスレベル（埋設処分）に係る計算モデル及び評価パラメータ選定根拠を示す。
　　表－３－５　クリアランスレベル（埋設処分）における主な評価パラメータ選定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１／２）

　　評価対象者 主な評価ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 　　　　　　選　定　結　果

全　体
　

ｸﾘｱﾗﾝｽ対象廃棄物
の
割合

解体廃棄物の発生量推定結果により､ｸﾘｱﾗﾝｽ対象物量と
｢放射性廃棄物でない廃棄
物｣量を考慮し､保守的に0.1と選定｡

操
業

　

積込み作業者
運搬作業者
埋立作業者
(発生場所から処分場
までの各
作業者の代表)

作業時間 対象廃棄物を取扱う被ばく時間として年間労働時間
約2000時間の1/2を選定｡

遮へい係数

　

線源と作業者の間の遮へい物･距離を考慮して選定｡

　



跡

地

利

用

　

建設作業者

(処分場直上での建設
作業者を
代表)

　

作業時間
　

対象廃棄物と接触する被ばく時間としてIAEA等におけ
る年間建設時間500時間を
選定｡

ダスト濃度 IAEA等の建設作業時のﾀﾞｽﾄ濃度から5×10－４g/m３を
選定｡

呼吸量 ICRPの活動時の標準人の呼吸量から1.2m３/hと選定｡

居住者
(処分場直上での居住
者を代表
)

居住時間 保守的に年間居住時間8760時間を選定｡ ただし､20%を
戸外で過ごすと選定｡

呼吸量 ICRPの通常時の標準人の呼吸量から0.96m３/hを選定｡

農耕作業者
牧畜作業者
(処分場直上での作業
者を代表
)

作業時間 日本の各作業者の時間として年間労働時間約2000時間
の1/2を選定｡

遮へい係数
　

保守的に1を選定｡
　

農作物摂取者
畜産物摂取者
(処分場直上での農畜
産物を摂
取する者を代表)
　

摂取量 日本人の平均的な摂取量から選定｡

移行係数 IAEA等の代表的な文献値から選定｡

市場係数 保守的に1を選定｡ただし､葉菜などは汚染率を1/2と選
定｡

地
下
水
移
行

　

井戸水飲用者
(処分場直下の地下水
の下流の
浅井戸から井戸水を
飲用する者
を代表)

　

処分場 日本における廃棄物処分場のﾃﾞｰﾀを参考に
､200m×200m×10mを選定｡

浸透水量 日本の平均的な降雨量等から年間400mmを選定｡

井戸水の混合割合 日本における地下水文献ﾃﾞｰﾀから混合率を0.33を選定｡

分配係数 IAEA等の代表的な文献値から選定｡

摂取量
　

ICRPの標準人の摂取量から1.65L/dを選定｡
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２／２）

　　評価対象者 主な評価ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 　　　　　　選　定　結　果

地
下
水
移
行

　

灌漑農耕作業者
灌漑牧畜作業者
(上記の井戸水の利用
による各
作業者を代表)

作業時間 農耕作業者､牧畜作業者と同一として年間作業時間
約2000時間の1/2を選定｡

遮へい係数
　

保守的に1を選定｡
　

灌漑農作物摂取者
灌漑畜産物摂取者
飼育水畜産物摂取者
養殖淡水魚摂取者
(上記の井戸水の利用
による農
畜水産物を摂取する
者を代表)

摂取量 日本人の平均的な摂取量から選定｡

移行係数 IAEA等の代表的な文献値から選定｡

市場係数
　

保守的に1を選定｡
　

漁労作業者
遊泳者
河川産物摂取者
河川岸作業者
漁網取扱作業者
(処分場からの地下水
移行によ
る河川水利用及び周
辺者を代表
)
　

河川までの距離 IAEAで示されている最低距離100mを選定｡

河川流量 日本における小さな河川(1×10８m３/y)から選定｡

摂取量 日本人の平均的な摂取量から選定｡

移行係数 IAEA等の代表的な文献値から選定｡

市場係数 保守的に1を選定｡

海
面
埋
立

　

塩摂取者
漁労作業者
遊泳者
海産物摂取者
海岸作業者
風送塩摂取者
漁網取扱作業者
(処分場からの浸出水
による海
水利用及び周辺者を
代表)
　

海水交換量 日本における平均大潮期の最小潮流と混合面積から
(8×10９m３/y)を選定｡

摂取量 日本人の平均的な摂取量から選定｡

移行係数 IAEA等の代表的な文献値から選定｡

市場係数

　

保守的に1を選定｡

　

(4) クリアランスレベル（再利用）計算モデル
　
　　クリアランスレベルに係る評価経路（再利用）に対する計算モデルの例として、主な評価経路と考えられる「金属再利用製品の評価経路」、「コンクリート再利用製品の
評価経路」及び「スクラップ輸送作業の評価経路」の計算モデルを以下に示す。
　
【金属再利用製品の評価経路】
　
　・金属再利用製品の使用に伴う外部被ばく線量：ＤＥＸＴ、ｐ（ｉ） (Sv/y)

　
　　金属再利用製品ｐの使用に伴う核種ｉからの外部被ばくは、１年間の製品利用中の放射性核種の減衰を考慮し、次式で評価する。
　
　　ＤＥＸＴ、ｐ(i)＝ＣＭｐ(i)･［１－exp(-λ ｉ･ｔｉ)］／(λｉ･tｉ)･ｔｐ･ＤＣＦ、ＥＸＴ(i)

　　 　 ＣＭｐ(i)＝ＣＭＷ(i)･ＦＭＣ･Ｔｉ(i)･ＧＭ･exp(-λ ｉ･ｔｐｄ)

　
　　　　

ＣＭｐ(i) ： 金属再利用製品ｐ中の核種ｉの濃度(Bq/g)

λｉ ： 核種ｉの崩壊定数(1/y)

ｔｉ ： 被ばく線量積算期間(y)

ｔｐ ： 金属再利用製品の年間使用時間(h/y)

ＤＣＦ、ＥＸＴ(i) ： 核種ｉによる外部被ばくに対する線量換算係数
（(Sv/h)／(Bq/g)）

ＣＭＷ(i) ： 再利用されるクリアランス対象金属中の核種iの濃度(Bq/g)

Ｔｉ(i) ： 核種ｉが溶融過程でインゴット中に移行する割合(-)

ＦＭＣ ： 再利用される金属中のクリアランス対象物割合(-)

ＧＭ ： 再利用金属の市場係数(-)

ｔｐｄ ： クリアランスされた後から再利用されるまでの期間(y)

　　　　　　
　　なお、外部被ばくに対する線量換算係数は、それぞれの再利用製品に応じた形状にモデル化し、点減衰核積分法による遮へい計算コードＱＡＤ-ＣＧＧＰ２により計算す
る。
　
　・金属再利用製品（フライパン）の使用に伴う内部（経口摂取）被ばく線量：
　　ＤＩＮＧ、ｆ(i) (Sv/y)

　
　　金属再利用製品の使用に伴う内部被ばくとして、金属で製造されたフライパンを例にする。フライパンを用いて調理することにより、食物に放射性核種が混入し、その食
物の摂取を想定した場合の線量を、次式で評価する。
　
　　 ＤＩＮＧ、ｆ(i)＝ＣＭｐ(i)･ＲＣ･Ａｆ･ρＦｅ･ｔｆ･ＤＣＦ、ＩＮＧ(i)

　
　　　 　　

ＲＣ ： 鉄の腐食速度(cm/h)

Ａｆ ： フライパンの表面積(cm２)

ρＦｅ ： 鉄の密度(g/cm３)

ｔｆ ： フライパンを使った年間調理時間(h/y)

ＤＣＦ、ＩＮＧ(i) ： 核種ｉによる経口摂取に対する線量係数(Sv/Bq)

　　　　　 　　
　
【コンクリート再利用製品の評価経路】
　
　・コンクリート再利用製品の使用に伴う外部被ばく線量：ＤＥＸＴ、ｐ(i) (Sv/y)

　
　　ＤＥＸＴ、ｐ(i)＝ＣＣｐ(i)･［１－exp(-λ ｉ･ｔｉ)］／(λｉ･ｔｉ)･tｒ･ＤＣＦ、ＥＸＴ(i)

　　　ＣＣｐ(i)＝ＣＣＷ(i)･ＣＧ･exp(-λ ｉ･ｔｐｄ)･ＦＣＣ･ＦｒＣ･Ｆｇ／ρＣ

　
　　　　

ＣＣｐ(i) ： コンクリート再利用中の核種ｉの濃度(Bq/g)
tｒ ： 再利用コンクリートの年間使用時間(h/y)

ＣＣＷ(i) ： 再利用されるクリアランス対象コンクリート中の
核種ｉの濃度(Bq/g)

ＣＧ ： 再生粗骨材の市場係数(-)

ＦＣＣ ： 再利用されるコンクリート中に占めるクリアラン
ス対象物の割合(-)

ＦｒＣ ： 再生粗骨材使用割合(-)

ｔｐｄ ： クリアランスされた後から再利用されるまでの時
間(y)

Ｆｇ ： 建築材料中に占める粗骨材の量(g/cm３)
ρＣ ： 建築材料の密度(g/cm３)

　 　　
　　また、再利用したコンクリートをアスファルト用の粗骨材に用いた駐車場での作業者の外部被ばくは、上記の式のＣＣｐ(i)をＣＡ(i)とし、ＣＡ(i)は以下の式で計算する。

　
　　　ＣＡ(i)＝ＣＣＷ(i)･ＧＳ･ＦＣＣ･ＦＡＣ･exp(-λ ｉ･ｔｐｄ)

　　　　　 ＧＳ　　 ：再利用コンクリート粗骨材の市場係数(-)

　　　　　 ＦＡＣ 　：アスファルトへのコンクリート混合割合(-)

　
　　なお、外部被ばくに対する線量換算係数は、線源の幾何形状を無限平板とし、Ｓｎ法一次元輸送計算コードＡＮＩＳＮ－ＪＲにより計算する。
　
【スクラップ輸送作業の評価経路】
　
　・スクラップ輸送作業（積み下ろし、運転）に伴う外部及び内部（吸入）被ば　　く線量
　
　　この経路では、対象物そのものが線源となるので、対象物中の放射性核種の濃度をそのまま用いる。したがって、外部被ばく線量及びダスト呼吸による内部被ばく線量
は、以下の式によって計算する。
　
　　 ＤＥＸＴ、Ｏ(i)＝ＣＭＷ(i)･Ｆ'ＭＣ･ＳＯ･ｔＯ･［１－exp(-λ ｉ･ｔｉ)］･ＤＣＦ、ＥＸＴ(i)

　　 ＤＩＮＨ、Ｏ(i)＝ＣＭＷ(i)･Ｆ'ＭＣ･ｆＯ･ＢＯ･ｔＯ･ＤＣＦ、ＩＮＨ(i)

　
　

ＤＥＸＴ、Ｏ(i) ： 作業時における核種ｉによる外部被ばく(Sv/y)

ＣＭＷ(i) ： 再利用されるクリアランス対象金属中の核種iの濃度(Bq/g)

Ｆ'ＭＣ ： 再利用される金属中に占めるクリアランス対象物の割合
［スクラップ輸送作業］(-)

ＳＯ ： 作業時の外部被ばくに対する遮へい係数(-)

ｔＯ ： 年間作業時間(h/y)

ＤＩＮＨ、Ｏ(i) ： 作業時の空気中ダスト濃度(g/m３)

ｆＯ ： 帯水層土壌に対する核種ｉの分配係数(mL/g)
ＢＯ ： 作業者の呼吸量(m３/h)

　
　　なお、外部被ばくに対する線量換算係数は、再利用される金属（線量）の形状をそれぞれの作業形態に応じてモデル化し、点減衰核積分法による遮へい計算コードＱＡ
Ｄ-ＣＧＧＰ２により計算する。
　
(5) クリアランスレベル（再利用）における評価パラメータ
　
　　クリアランスレベル（再利用）の算出のための評価パラメータは、評価パラメータ選定の基本的考え方に基づき選定した。主な評価パラメータの選定結果を表－３－６に
示す。
　
　　なお、付属資料－３に、クリアランスレベル（再利用）に係る計算モデル及び評価パラメータ選定根拠を示す。
　　 表－３－６　クリアランスレベル（再利用）における主な評価パラメータ選定

（１／３）

　　評価対象者 主な評価ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 　　　　　　選　定　結　果

金
属
（
再
利
用
）

　

全　体

　

再利用される金属
中のｸﾘ
ｱﾗﾝｽ対象物割合

　

解体廃棄物の発生量推定値の結果により､ｸﾘｱﾗﾝｽ対象物
量と｢放射性廃棄物でない
廃棄物｣量の割合を考慮し､保守的に0.7と選定する｡た
だし､集荷以降は成分調整等
のため一般金属と混合されるため割合を保守的に0.1を
選定する｡
　

(金属再処理の各作業者)
･ｽｸﾗｯﾌﾟ輸送積下ろし作業者
･ｽｸﾗｯﾌﾟ輸送運転作業者
･ｽｸﾗｯﾌﾟ前処理作業者
･溶融･鋳造作業者
･ｽﾗｸﾞ作業者
･加工作業者
　

作業時間
　

対象物を取扱う被ばく時間として年間労働時間約2000
時間の1/2を選定｡
ただし､ｽﾗｸﾞ作業者はIAEAを基に200時間を選定｡

遮へい係数 線源と作業者からの距離を考慮して選定｡

ダスト濃度 IAEA等の各作業者のﾀﾞｽﾄ濃度から選定｡

呼吸量 ICRPの活動時の標準人の呼吸量(1.2m３/h)を選定｡

周辺居住者
(金属ｽｸﾗｯﾌﾟ作業上周辺の居
住者を代表)

　

居住時間 保守的に年間居住時間8760時間を選定｡ただし､20%を
戸外で過ごすと選定｡

ダスト濃度 日本における環境基準(1×10－４g/m３)を選定｡

呼吸量 ICRPの通常時の標準人の呼吸量(0.96m３/h)を選定｡

農作物摂取量 日本における平均的な摂取量から選定｡ただし､汚染率
を1/2を選定｡

市場係数 保守的に1を選定｡

消
費
財

　

就
業
時

　

[乗り物]
･ﾄﾗｯｸ
･ｵｰﾄﾊﾞｲ
･船舶
[事務用品]
･机
[工作機械]
･NC旋盤

線源形状 日本における各製品の代表的な重量･形状を選定｡

作業時間

　

対象物を取扱う被ばく時間として年間労働時間約2000
時間の1/2を選定｡

　

遮へい係数
　

保守的に1を選定｡
　

日
常
時

　

[家電製品]
･冷蔵庫
[家庭用品]
･ﾍﾞｯﾄﾞ
･ﾌﾗｲﾊﾟﾝ
･飲料水缶
　

線源形状 日本における各製品等の代表的な重量･形状を選定｡

使用時間
　

対象物を扱う時間をそれぞれに選定｡ 冷蔵庫:1000時間､
ﾍﾞｯﾄﾞ:3000時
間､ﾌﾗｲﾊﾟﾝ:180時間

鉄腐食速度
　

IAEA及び日本におけるﾃﾞｰﾀから1.5×10－６cm/hを選定
｡
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２／３）

　　評価対象者 主な評価ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 　　　　　　選　定　結　果

金
属
（
再
利
用
）

　

建
築
材

　

就
業
時

　

･駐車場
(ｽﾗｸﾞ)

　

線源形状 日本におけるｱｽﾌｧﾙﾄ簡易舗装厚さ(4cm)等から選定｡

作業時間 対象物と接触する被ばく時間として年間労働時間
約2000時間の1/2を選定｡

混入率 日本における混入率の最大値0.5の1/2(0.25)を選定｡

日
常
時

　

[構造材等]
･鉄筋
[上下水道]
･水道管

　

居住時間 IAEA及び日本のﾃﾞｰﾀに基づき､年間6000時間を選定｡

線源形状 日本における建築ﾃﾞｰﾀに基づき9m×9m×2.4mを選定｡

飲料水摂取量 ICRPの標準人の摂取量(1.65L/d)から選定｡

飲料水鉄濃度 日本における飲料水基準から3×10－４g/Lを選定｡

コ
ン
ク
リ
ー
ト
（
再
利
用
）

　

全　体

　

再利用されるｺﾝｸﾘｰ
ﾄ
中のｸﾘｱﾗﾝｽ対象物
割
合

解体廃棄物の発生量推定値の結果により､ｸﾘｱﾗﾝｽ対象物
量と｢放射性廃棄物でない
廃棄物｣量の割合を考慮し､保守的に0.1と選定。
　

(ｺﾝｸﾘｰﾄ再処理各作業者)
･再処理作業者

　

作業時間 対象物を取扱う被ばく時間として年間労働時間約2000
時間の1/2を選定｡

遮へい係数 保守的に1を選定｡

ダスト濃度 IAEA等の各作業者のﾀﾞｽﾄ濃度から5×10－４g/m３を選
定｡

呼吸量 ICRPの活動時の標準人の呼吸量(1.2m３/h)を選定｡

周辺居住者
(ｺﾝｸﾘｰﾄ再処理作業場周辺の
居住者を代表)

　

居住時間 保守的に年間居住時間8760時間を選定｡ただし､20%を
戸外で過ごすと選定｡

ダスト濃度 日本における環境基準(1×10－４g/m３)を選定｡

呼吸量 ICRPの通常時の標準人の呼吸量(0.96m３/h)を選定｡

農作物摂取量 日本における平均的な摂取量から選定｡ただし､汚染率
を1/2と選定｡

市場係数 保守的に1を選定｡

建
築
材
　

就
業
時
　

･駐車場

　

作業時間 対象物と接する被ばく時間として年間労働時間約2000
時間の1/2を選定｡

混入率
　

日本における混入率の最大値0.5の1/2(0.25)を選定｡
　

（３／３）

　　評価対象者 主な評価ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 　　　　　　選　定　結　果

　

建
築
材

　

日
常
時

　

･壁材等

　

居住時間 IAEA及び日本のﾃﾞｰﾀに基づき､年間6000時間を選定｡

線源形状 日本における建築ﾃﾞｰﾀに基づき9m×9m×2.4mを選定｡

再生粗骨材の
割合

日本における建築ﾃﾞｰﾀに基づき再生粗骨材の混入率の
最大値0.3の1/2
(0.15)を選定｡

　金
　属
　（
　再
　使
　用
　）
　

就
業
時

　

･ﾓｰﾀ、ﾊﾞ
ﾙﾌﾞ等再使用
品

　

線源形状 実用発電用軽水炉等で使用されている最大のﾎﾟﾝﾌﾟの重
量､形状を選定｡

作業時間 IAEAの文献に基づき200時間を選定｡

遮へい係数 保守的に1を選定｡

経口摂取率
　

IAEAの文献に基づき1×10－４m２/hを選定｡
　

　

３．２　埋設処分に係る計算結果
　
　　図－３－５に示された算出手順に従って、クリアランスレベル（埋設処分）に係る41のシナリオ（評価経路及び評価パラメータ）を選定して計算した結果を表－３－７に
示す。
　
　　これらは、それぞれの経路の線量評価を10μSv／年に相当する放射性核種の濃度（Bq/g）として示されているが、少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された
濃度であると仮定して計算されたものである。また、各放射性核種の濃度は、クリアランスされた以降の最大値が10μSv／年になる場合の値を示している。
　
　

３．３　再利用に係る計算結果
　
　　図－３－５に示した手順に従って、クリアランスレベル（再利用）に係る32のシナリオ（評価経路及び評価パラメータ）を選定して計算した結果を表－３－８に示す。
　

　　これらは、それぞれの経路の線量評価を10μSv／年に相当する放射性核種の濃度（Bq/g）又は（Bq/cm２）として示されているが、少なくとも10トン程度の固体状物質ご
とに平均化された濃度であると仮定して計算されたものである。また、各放射性核種の濃度は、クリアランスされた以降の最大値が10μSv／年になる場合の値を示している。

３．４　算出結果
　
　　代表的な放射性核種（20核種）毎に、埋設処分に係る41のシナリオ（評価経路及び評価パラメータ）及び再利用に係る32のシナリオ（評価経路及び評価パラメータ）につ
いて計算を行った結果を集約し、その中から放射性核種毎に最小濃度を示す決定経路及びその場合の濃度を「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルの算出結果」とし
た。この算出結果を表－３－９に示す。この数値は、グラム当たりのベクレル数（Bq/g）として示されているが、少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された濃度
であるとして算出したものである。
　
　　最小濃度を示す決定経路及びその場合の最小濃度を選定することにより、決定経路以外のシナリオは10μSv／年を下回る。例えば、金属再利用の評価経路の１つであるフ
ライパンによる内部被ばくの場合は0.01μSv／年以下（線量の目安値（10μSv／年）の千分の一以下）になっている。また、評価経路は、評価対象者に対して外部被ばくと内
部被ばく（吸入と経口）とに分けているが、同じ評価対象者に対して外部被ばくと内部被ばくを合計した結果は、今回のクリアランスレベルの算出結果に影響を与えないこと
を確認している。
　
　　今回のクリアランスレベルの算出では、再利用経路の１つである再使用の評価経路について、クリアランスレベルの目安値である10μSv／年に相当する表面汚染密度も計
算した。積み下ろし作業者等の評価経路について検討を実施した結果、今回対象とした主な原子炉施設における固体状物質については、現行の物品持ち出し基準（全α核
種：0.4Bq/cm２、全βγ核種：４Bq/cm２）以下であれば、線量の目安値（10μSv／年）を下回ることを確認した。なお、付属資料－４にクリアランスレベルにおける表面汚染
密度の検討結果を示す。

　　表－３－９　主な原子炉施設におけるクリアランスレベルの算出結果
　

　
（単位：Bq/g）

　

放射性核種＊１

　
　 算出結果＊２

　

　　　　　　 決　定　経　路＊３

評価経路番号 　　　経　路　名

Ｈ－３ 　２００ 埋設処分 １７ 跡地利用(農作物摂取)

Ｃ－１４ 　　　５ 埋設処分 ２７ 地下水利用(淡水産物摂取)

Ｃｌ－３６ 　　　２ 埋設処分 ２５ 地下水利用(灌漑畜産物摂取)

Ｃａ－４１ 　　８０ 埋設処分 ２４ 地下水利用(灌漑農作物摂取)

Ｍｎ－５４ 　　　１ 埋設処分 　５ 操業(埋立作業者・外部)

Ｆｅ－５５＊４ ３０００ 再利用 ２６ 再使用・外部

Ｃｏ－６０ 　　０．４ 埋設処分 　５ 操業(埋立作業者・外部)

Ｎｉ－５９ 　６００ 埋設処分 ２５ 地下水利用(灌漑畜産物摂取)

Ｎｉ－６３ ２０００ 埋設処分 １８ 跡地利用(畜産物摂取)

Ｚｎ－６５ 　　　１ 埋設処分 　５ 操業(埋立作業者・外部)

Ｓｒ－９０ 　　　１ 埋設処分 １７ 跡地利用(農作物摂取)

Ｎｂ－９４ 　　０．２ 埋設処分 １１ 跡地利用(居住者・外部)

Ｔｃ－９９ 　　０．３ 埋設処分 １７ 跡地利用(農作物摂取)

Ｉ－１２９ 　　０．７ 埋設処分 １９ 地下水利用(井戸水飲用)

Ｃｓ－１３４ 　　０．５ 再利用 ２９ 駐車場（スラグ）・外部

Ｃｓ－１３７ 　　　１ 再利用 ２９ 駐車場（スラグ）・外部

Ｅｕ－１５２ 　　０．４ 再利用 ２９ 駐車場（スラグ）・外部

Ｅｕ－１５４ 　　０．４ 再利用 ２９ 駐車場（スラグ）・外部

Ｐｕ－２３９ 　　０．２ 再利用 １３ 積み下ろし・吸入

Ａｍ－２４１
　

　　０．２
　

再利用
　

１３
　

積み下ろし・吸入
　

　

*1:代表的な放射性核種（20核種）についての算出結果である。
*2:グラム当たりのベクレル数（Bq/g）として示されているが、少なくと
も10トン
　　　　程度の固体状物質ごとに平均化された濃度であるとして算出し
ている。
*3:決定経路及び評価経路番号については図－３－２及び図－３－３を参
照。

*4:Ｆｅ－５５は再使用経路が決定経路となるので、単位はBq/cm２であ
る。

　



４．クリアランスレベルの算出結果に基づく基準値の導出
　
４．１　シナリオの妥当性
　
　　第３章で算出したクリアランスレベルは、クリアランスされた後の用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルであり、低レベル放射性廃棄
物の埋設処分である日本原燃(株)六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センタ－や日本原子力研究所東海研究所の埋設実地試験のように、埋設処分場が特定され
自然条件、社会環境等が限定されたものと異なり、埋設処分場及び再利用用途の特定がされていない。このため、算出に用いる自然条件、社会環境等の評価
パラメータが広く一般的に想定されていること及びシナリオ（評価経路及び評価パラメータ）が保守的に選定されていることを確認する必要がある。
　　評価パラメータについては、ある分布（分布幅、分布型）を持ったばらつきを考慮し、評価パラメータのばらつきが算出結果に与える影響に関して検討
を行った。なお、図－４－１にクリアランスレベルの算出結果とシナリオの妥当性の評価・確認の考え方を示す。
　
(1) 評価パラメータのばらつき評価
　
　　評価パラメータのばらつきがクリアランスレベルの算出結果に与える影響を評価・確認する方法として、評価パラメータの確率論的解析（図－４－２参
照）を実施した。確率論的解析は、各評価パラメータに対して、文献等から分布幅及び分布型を選定し、各評価パラメータの組み合わせにより、10μSv／年
に相当する濃度の累積分布関数（ＣＤＦ）を求めるものである。この算出結果の分布を用いて、クリアランスレベルの算出結果が累積分布確率の中央値（Ｐ
＝0.5）から97.5％片側信頼区間下限値（以下「97.5％下限値」という。）（Ｐ＝0.025）の間の範囲内であることを確認することにより、対象物に起因して線
量を受ける人々（集団）の中で、線量を高く受ける人々を代表していること及び評価上適切なパラメータを選定していることを確認する。
　　図－４－３(1)に埋設処分に係るＣＤＦの一例（地下水移行の井戸水飲用シナリオ）を、また、図－４－３(2)に再利用に係るＣＤＦの一例（コンクリー
ト再利用の壁材等シナリオ）を示す。なお、クリアランスレベル（埋設処分、再利用）の評価パラメータのばらつき評価を実施した線量評価上重要となる全
てのシナリオについてのばらつき評価結果（ＣＤＦ）を付属資料－５に示す。
　　評価パラメータのばらつき評価（ＣＤＦ）については、全ての評価経路及び放射性核種において、クリアランスレベルの算出結果は集団の平均的な値で
ある中央値（Ｐ＝0.5）より十分に低く、97.5％下限値（Ｐ＝0.025）のほぼ近傍か、あるいは、それを下回る結果が得られている。これは、評価パラメータ
が、適切かつ保守的に選定されていることを示している。
　
(2) シナリオ（評価経路及び評価パラメータ）の妥当性
　
　　今回算出したクリアランスレベルの妥当性を確認するため、表－４－１(1)及び(2)に示すとおり、評価経路が評価パラメータを含めたシナリオとして適
切かつ保守的に選定されていることを確認した。評価パラメータの選定は、基本的には文献・資料等から平均的な値又は代表値を採用しているが、4.1(1)に
示したとおり、評価パラメータが適切かつ保守的に選定されており、また、表－４－１(1)及び(2)に示すとおり、シナリオが対象物に起因して線量を最も高
く受ける人々を代表して選定されていることから、シナリオ全体として適切かつ保守的に選定されていると判断される。
　
　　「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」については、埋設処分及び再利用のそれぞれのシナリオについて、その発生頻度を考慮する必要がある。
　　ちなみに、六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターにおいては、当該地の自然条件、社会環境等から、発生頻度が小さいと考えられるシナリオとして
以下の事象を評価している。
　
［低レベル放射性廃棄物埋設申請書］
・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設工事による外部被ばく及び内部被ばく
・廃棄物埋設地における地下数階を有する建物の建設工事によって発生する土壌上での居住による外部被ばく及び内部被ばく



・廃棄物埋設地又はその近傍における井戸水の飲用による内部被ばく
　
　　本報告書で検討している用途又は行き先を限定しない無条件クリアランスレベルにおいては、第３章に示したように、例えば、具体的な埋設処分場を特
定し評価経路に関して発生確率を想定することは適当でないと考えられる。したがって、日常生活、社会環境の態様等を考慮して、非現実的と想定される評
価経路は除くものの、それ以外の評価経路は保守的に確率を考慮しないものとして評価した上で、評価パラメータのばらつき評価（確率論的解析）で実施し
たパラメータの組み合わせによる97.5％下限値（Ｐ＝0.025）の値を、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の「発生頻度が小さいと考えられるシナリオ」の一
つとして取扱い、同文書と同様に、線量の目安値を100μSv／年を超えないことを確認することとした。
　　クリアランスレベルの算出結果と評価パラメータのばらつき評価で実施した確率論的解析による97.5％下限値との比較を表－４－２に示す。両者を比較
した結果、その比は１オーダ未満であることが示され、いずれの放射性核種についても100μSv／年を超えないことを確認した。
　
　　なお、97.5％下限値を下回るパラメータの組み合わせについては、発生確率が極めて小さいこと、評価経路の選定に当たり保守的な考え方を採用してい
ること等を考慮すると、そのようなシナリオが現実に起こる可能性はほとんどないと考えられる。
　







































表－４－２ クリアランスレベルの算出結果と97.5%下限値(確率論的解析結果)の比較
　
　

放射性核種

　

算出結果
　(A)
　

　　　　　　　　97.5%下限値の最小値＊２ 　確認
A/B<10

　
評価経路番号
　

　　　経　路　名
　

最小値
　(B)

H-3 200 埋設－１９ 地下水利用(井戸水飲用) 2.2E+02 　 ○

C-14 　 5 埋設－２７ 地下水利用(淡水産物摂取) 4.8E+00 　 ○

Cl-36 　 2 埋設－１８ 跡地利用(農作物摂取) 1.1E+00 　 ○

Ca-41 　80 埋設－１７ 跡地利用(農作物摂取) 5.7E+01 　 ○

Mn-54 　 1 埋設－５ 操業(埋立作業者外部) 7.0E-01 　 ○

Fe-55 ＊１ 3000 再利用－２６＊１ 再使用・外部 1.8E+03 　 ○

Co-60 0.4 埋設－５ 操業(埋立作業者外部) 2.4E-01 　 ○

Ni-59 600 埋設－２４ 地下水利用(農作物摂取) 1.3E+03 　 ○

Ni-63 2000 埋設－１７ 跡地利用(農作物摂取) 1.5E+03 　 ○

Zn-65 　 1 埋設－５ 操業(埋立作業者外部) 8.9E-01 　 ○

Sr-90 　 1 埋設－１７ 跡地利用(農作物摂取) 2.6E+00 　 ○

Nb-94 0.2 埋設－１１ 跡地利用(居住者外部) 1.3E-01 　 ○

Tc-99 0.3 埋設－１７ 跡地利用(農作物摂取) 1.8E+00 　 ○

I-129 0.7 埋設－１９ 地下水利用(井戸水飲用) 1.9E-01 　 ○



Cs-134 0.5 埋設－５ 操業（埋立作業者外部） 3.9E-01 　 ○

Cs-137 　 1 埋設－１１ 跡地利用（居住者外部） 8.4E-01 　 ○

Eu-152 0.4 再利用－２９ 駐車場（スラグ） 3.3E-01 　 ○

Eu-154 0.4 再利用－２９ 駐車場（スラグ） 3.0E-01 　 ○

Pu-239 0.2 再利用－２７＊１ 再使用・吸入 9.9E-02 　 ○

Am-241
　

0.2
　

再利用－２７＊１

　
再使用・吸入
　

9.9E-02
　

　 ○
　

　*1 Ｆｅ－５５の算出結果及び再利用の再使用シナリオ（26,27）の単位はBq/cm２

　*2 確率論的解析による97.5％下限値が最小値となる評価経路を記載している。

　　
　
４．２　ＩＡＥＡ技術文書「ＴＥＣＤＤＣ-８５５」との比較
　

第３章に示したクリアランスレベルの算出結果とＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の導出結果とを比較したものを表－４－３(1)及び(2)に示す。今回のク
リアランスレベルの算出結果は、γ線エネルギーが大きく外部被ばくの影響の大きい放射性核種であるＣｏ-60、Ｅｕ-152など、内部被ばくの影響の大きい
放射性核種であるＰｕ-239、Ａｍ-241などは、TECDOC-855と同じく、0.1～１
Bq/gの濃度範囲になっている。
　
　　今回の算出結果とTECDOC-855の導出結果（単一代表値）とが１桁以上異なっている放射性核種は、以下のとおりである。
　
　　　・算出結果が１桁高い放射性核種：Ｆｅ-55
　　　・算出結果が１桁低い放射性核種：Ｈ-３、Ｃ-14、Ｉ-129
　　　・算出結果が２桁低い放射性核種：Ｃｌ-36、Ｔｃ-99
　
　　これらの放射性核種について、今回の算出結果とTECDOC-855で検討されている文献との比較を表－４－４に示す。両者の相違は以下のとおり考察され
る。
　
・Ｆｅ-55については、再利用に係る評価経路が決定経路となっている。今回の算出に当たっては、日本における原子炉施設の廃止措置等の実態を踏まえて
評価対象物が「放射性廃棄物でない廃棄物」等と混合されることが想定されており、TECDOC-855での参照文献とその前提が異なることから、TECDOC-855
の導出結果に比べ今回の算出結果が１桁高くなっている。



・Ｈ-３については、埋設処分の跡地利用における農作物摂取が決定経路となっている。TECDOC-855では、その検討の過程において、農作物摂取の評価経
路は今回の算出結果と同じか又は下回る値と計算されているが、最終的には、この評価経路が最終的に除外されている（第２章で示したとおり、検討の過程
で明らかに保守的過ぎる評価パラメータ等が想定されているシナリオは除外される。）ため、TECDOC-855の導出結果に比べ今回の算出結果が１桁低くなっ
ている。
・Ｃ-14、Ｃｌ-36、Ｉ-129については地下水移行の評価経路が、Ｔｃ-99については跡地農作物摂取の評価経路が決定経路となっている。TECDOC-855で
は、採用されている文献において地下水移行や跡地農作物摂取の評価経路を選定していないか、評価経路として選定していても評価パラメータ等が適切でな
いとして除外しているため、TECDOC-855の導出結果に比べ今回の算出結果が１桁又は２桁低くなっている。
　
　　以上の考察から、今回のクリアランスレベルの算出結果とＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の導出結果との比較について、以下のとおり整理できる。
－今回の算出結果は、ほとんどの放射性核種において、TECDOC-855に記載の放射性核種の濃度と大きな差はなかった。
－今回の算出結果は、TECDOC-855において採用されていない評価経路（埋設処分場の近傍での井戸水の利用、埋設処分場の跡地における農畜産物の摂取な
ど）を用いているため、Ｃｌ-36及びＴｃ-99は大きな差が生じており、TECDOC-855に記載の数値に比べ低い値（単一代表値の百分の一以下）となった。
－今回の算出結果とTECDOC-855に記載の数値との相違は、日本における自然条件、社会環境等を考慮した結果であり、我が国の数値としては妥当なもので
ある。
　
　　第３章で示したクリアランスレベルの算出結果は、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」と同様に、個人の線量（10μSv／年）を目安値として用いてい
る。他方、TECDOC-855では、その付属文書において「集団線量への配慮」についての記載があり、「行為が大規模な場合を除けば、集団線量がクリアラン
スレベルを算出する際の制限要因になることはありそうもない」としている。そこで、今回算出したクリアランスレベルについて、集団線量に関する考察を
行った。その結果、個人の線量が10μSv／年以下の場合については、クリアランスされた物質に起因するリスクは無視し得るほど小さいため考慮する必要が
ないと判断され、また、評価パラメータのばらつきにより10μSv／年を超える線量を受ける可能性のある場合については、埋設処分に係る評価対象者にあっ
てはどれも大きな集団ではなく、また、再利用に係る評価対象者にあっては対象物を再使用する特定の作業者等であり大きな集団ではないことから、集団線
量の計算を実施する必要はないと考えられる。

　　なお、念のため、集団が大きいと考えられる再利用に係る主な評価経路について集団線量を計算した結果、集団線量が約１人・Svに比べ小さいことを確
認している。

　



　

表－４－３(2)　今回のクリアランスレベルの算出結果とＩＡＥＡ技術文書

　　　　　　　　　　　「TECDOC-855」との比較
　
　



放射性核種の濃
度
の範囲(Bq/g)

IAEA技術文書｢TECDOC-855」の
導出結果

　　　　　　今　回　の　算　出　結　果

放射性核種＊１ 単一代表値 　埋設処分 　再利用 　　　総　合＊２

０．１

＜１．０

Ｍｎ－５４
Ｃｏ－６０
Ｚｎ－６５
Ｎｂ－９４
Ｃｓ－１３４
Ｃｓ－１３７
Ｅｕ－１５２
Ｐｕ－２３９
Ａｍ－２４１

　

　 ０．３

　

Ｃｏ－６０
Ｎｂ－９４
Ｔｃ－９９
Ｉ－１２９
Ｃｓ－１３４
Ｅｕ－１５２
Ｅｕ－１５４

　

Ｃｏ－６０
Ｎｂ－９４
Ｃｓ－１３４
Ｅｕ－１５２
Ｅｕ－１５４
Ｐｕ－２３９
Ａｍ－２４１

　

Ｃｏ－６０
Ｎｂ－９４
Ｔｃ－９９　
Ｉ－１２９
Ｃｓ－１３４
Ｅｕ－１５２
Ｅｕ－１５４
Ｐｕ－２３９
Ａｍ－２４１

　

０．４
０．２
０．３
０．７
０．５
０．４
０．４
０．２
０．２

　

≧１．０

＜１０

Ｓｒ－９０

　

　　　３

　

Ｃ－１４
Ｃｌ－３６
Ｍｎ－５４
Ｚｎ－６５
Ｓｒ－９０
Ｃｓ－１３７
Ｐｕ－２３９
Ａｍ－２４１
　

Ｍｎ－５４
Ｚｎ－６５
Ｔｃ－９９
Ｉ－１２９
Ｃｓ－１３７

　

Ｃ－１４
Ｃｌ－３６
Ｍｎ－５４
Ｚｎ－６５
Ｓｒ－９０
Ｃｓ－１３７

　

　５
　２
　１
　１
　１
　１

　

≧１０

＜１００

Ｉ－１２９

　

　　３０

　

Ｃａ－４１

　

Ｃｌ－３６
Ｓｒ－９０
Ｔｃ－９９

　

Ｃａ－４１

　

　８０

　

≧１００

＜１０００

Ｃ－１４
Ｃｌ－３６
Ｆｅ－５５
Ｔｃ－９９

　３００

　

Ｈ－３
Ｎｉ－５９

　

Ｈ－３
Ｃ－１４

　

Ｈ－３
Ｎｉ－５９

　

２００
６００

　



≧１０００

＜１００００
　

Ｈ－３
Ｎｉ－６３

　

３０００

　

Ｎｉ－６３

　

Ｃａ－４１
Ｆｅ－５５
Ｎｉ－５９

　

Ｆｅ－５５
Ｎｉ－６３

　

３０００
２０００

　

　
　　　

（注）＊１：ＴＥＣＤＯＣ－８５５における放射性核種の記載は今回算出した
放射性核種について示した。
　　　＊２：斜体字はＴＥＣＤＯＣ－８５５の単一代表値と１桁以上異なる放
射性核種を、また、

　 　 はＴＥＣＤＯＣ－８５５の単一代表値と２桁以上異なる放射
性核種を示す。

　

　

表－４－４　今回の算出結果とIAEA技術文書「TECDOC-855」の参照文献との比較

(1/2)

放射性核
種

IAEA-TECDOC-855
今回の算出結果と

決定評価経路
備考

単一代表値と根拠
対象外となっている

評価経路

H-3 3000 Bq/g

2200 Bq/g　（Muller Neumann、
井戸水利用）

4400 Bq/g　（Guetat、埋立処分
地下水移行及びSumerling、埋立
処分場ガス放出）

・IAEA-TECDOC-401の
跡地居住農作物摂取
の170 Bq/g

・Elertの井戸0.11 Bq/g
（非放射性との混合な
し）

200 Bq/g

跡地利用（農作物摂取）

TECDOC-855とは決定評価経路が異なる。

TECDOC-401は跡地居住農作物摂取を評価している
が、非放射性廃棄物との混合率（0.44）が小さいとし
てTECDOC-855は対象外としている。今回の算出値は
混合率を0.1としているが、その他の評価パラメータの
影響により、結果としてTECDOC-401と同程度の計算
結果となっている。

　

C-14

300 Bq/g

140 Bq/g　（TECDOC-401、河
川魚摂取）

160 Bq/g　（Sumerling、廃棄物
火災）

・Elertの井戸水飲用0.12
Bq/g
（非放射性との混合な
し）

5 Bq/g

地下水移行（淡水産物摂取）

TECDOC-855は河川水－淡水魚、今回算出結果は井戸
水－養殖淡水魚であり、決定評価経路が異なる。

今回の算出結果は、TECDOC-401と比較して、河川水
と地下水の流量比、摂取量、淡水魚への移行係数等の
評価パラメータの差異により約２桁低い値となってい
る。



Cl-36 300 Bq/g

60 Bq/g　（Guetat、埋立処分火
災時の吸入）

120Bq/g　（Guetat、再利用衣装
ダンス）

・Muller Neumann の井戸
水利用　0.023 Bq/g
（飲用水、畜産物、水産
物の摂取、灌漑利用の合
計で評価）

・Elertの井戸水飲
用0.00041 Bq/g
（非放射性との混合な
し）

2 Bq/g

地下水移行（灌漑畜産物摂
取）

TECDOC-855とは決定評価経路が異なる。

TECDOC-855で対象外となっているMuller Neumann の
文献では井戸水利用評価経路として畜産物が考慮され
ているが、飲用水、畜産物、水産物の摂取、灌漑利用
の合計で評価していることから、比較対象とならな
い。

(2/2)

放射性核
種

IAEA-TECDOC-855
今回の算出結果と

決定評価経路
備考

単一代表値と根拠
対象外となっている

評価経路

Fe-55 300 Bq/g

380Bq/g　（Guetat、鉄の球殻の
中）

910Bq/g　（IAEA S.S.
No.111-P-1.1、再使用ビルの修
復）

・Elertのコンクリート再
利用19 Bq/g

・Elertの鉄再利用220
Bq/g（非放射性との混合
なし）

3000 Bq/cm2

再使用・外部

11000 Bq/g

（埋立作業者外部）

TECDOC-855とは決定評価経路が異なる。また、今回
の算出結果は、再利用におけるポンプの再使用が決定
経路となっており、Bq/cm２となっている。

なお、今回の算出結果では非放射性廃棄物との混合率
を 0.1としているが、Guetatの文献では0.5、IAEA S.S.
No.111-P-1.1では1として評価されている。

Tc-99 300 Bq/g

40 Bq/g　（Guetat、跡地居住・
幼児の土壌摂取）

2100Bq/g　（Guetat、再利用及
びNUREG、再使用）

・Muller Neumann の井戸
水利用　0.038 Bq/g

・Elertの井戸水飲
用0.00096 Bq/g
（非放射性との混合な
し）

0.3 Bq/g

跡地利用（農作物摂取）

TECDOC-855とは決定評価経路が異なる。

TECDOC-855で対象外となっているMuller Neumann の
文献では井戸水利用評価経路として畜産物が考慮され
ているが、飲用水、畜産物、水産物の摂取、灌漑利用
の合計で評価していることから、比較対象とならな
い。

I-129

　

30 Bq/g

12 Bq/g　（Guetat、再利用（鉄
の球殻の中））

30 Bq/g　（NUREG、ビルの再利用）

・Muller Neumannの井戸
水利用　　0.016 Bq/g

・Elertの井戸水飲
用0.002 Bq/g
（非放射性との混合な
し）

0.7 Bq/g

地下水移行（井戸水飲用）

TECDOC-855とは決定評価経路が異なる。

TECDOC-855で対象外となっているMuller Neumann の
文献では井戸水利用評価経路として畜産物が考慮され
ているが、飲用水、畜産物、水産物の摂取、灌漑利用
の合計で評価していることから、比較対象とならな
い。

　注 ： No.1、No.2は、各参照文献の内最も低い文献値、次に低い文献値を表す。なお、TECDOC-855では、最も低い文献値を10倍した値と次に低い文献値を比較し、いずれか
小さい方を導出したクリアランスレベル（放射性核種の濃度範囲で記載）としている。

　

　
４．３　重要放射性核種の抽出
　



(1) 重要放射性核種の抽出の考え方
　
　　第３章においては、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）の廃止措置等に伴い発生する廃棄物等の固体状物質を対象としていることを踏まえ、また、政
令濃度上限値に規定されている放射性核種及び低レベル放射性廃棄物埋設申請書に記載された放射性核種を選定する際に参考とした放射性核種を考慮し、線
量評価上代表的と考えられる放射性核種（20核種）を選定して、クリアランスレベルの算出を行った。
　
　　ここでは、今回の算出結果を用いて「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化する際の基準値（法令等に規定する数値）の導出のため、政令濃度
上限値報告書を参考に、以下のとおり、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における固体状物質を対象に線量評価において相対的に重要となる放射性核種
（重要放射性核種）を抽出することとした。
　
①　原子炉施設の廃止措置等に伴って種々の廃棄物が発生するが、原子炉冷却材による二次的な汚染及び放射化の汚染といった汚染経路を考慮した場合、そ
れぞれの汚染経路ごとの放射性核種組成は大きく異ならないと考えられる。したがって、線量評価の観点から影響度の大きい限られた放射性核種の濃度を制
限することによって、その他の放射性核種も自ずと制限されることになると考えられるので、これらのことを考慮に入れた上で、原子炉施設における重要放
射性核種について定めることが実際的である。
　
②　具体的には、今回のクリアランスの算出結果（Ｃ）と主な原子炉施設の廃止措置等に伴い発生する廃棄物等の推定濃度（Ｄ）との比（Ｄ／Ｃ）を計算
し、炉型、対象物及び汚染経路毎に最大となった放射性核種のＤ／Ｃを１にして、他の放射性核種のＤ／Ｃを規格化（相対重要度）する。その結果、規格化
されたＤ／Ｃが0.01以上（２桁の範囲に入る）の放射性核種を重要放射性核種として抽出する。
　
　
(2) 重要放射性核種の抽出結果
　
　　各放射性核種ごとに求めた相対重要度（規格化したＤ／Ｃ）について、実用発電用原子炉施設（軽水炉及びガス炉）の場合を表－４－５に、軽水炉型試
験研究用原子炉施設の場合を表－４－６に示す。
　
　　表－４－５及び表－４－６の結果をまとめると、以下のとおり放射性核種が抽出される。
　
　 （最　大）　Ｃｏ-60、Ｅｕ-152
　 （１桁目）［Ｓｃ-46］、Ｍｎ-54、Ｅｕ-154
　 （２桁目）　Ｈ-３、［Ｃｏ-58］、［Ｆｅ-59］、［Ｚｎ-65］、Ｓｒ-90、
　　　　 　　［Ａｇ-110m］、Ｃｓ-134、Ｃｓ-137、［Ｔａ-182］、Ｐｕ-238
　
　　［　］内は、運転に伴って発生する放射性核種として抽出され､かつ、以下の検討により重要放射性核種の対象外とした放射性核種を示す。
　
①　上記の放射性核種のうち、相対重要度が２桁目であるＣｏ-58、Ｆｅ-59、Ｚｎ-65、Ａｇ-110m及びＴａ-182は、運転に伴って発生する廃棄物等（以下
「運転中廃棄物」という。）により抽出される放射性核種であり、いずれも半減期の短いγ線放出核種である。運転中廃棄物は、廃止措置に伴って発生する
廃棄物等（以下「解体廃棄物」という。）に比べ発生量が極めて少ないため、作業時間等の各評価パラメータの値が小さくなる。このため、運転中廃棄物の
放射性核種の単位濃度当たりの線量が解体廃棄物に比べて小さくなり、クリアランスできる放射性核種の濃度が大きくなる。したがって、相対重要度は小さ



くなることから、重要放射性核種の対象外とした。
　
②　また、１桁目のＳｃ-46は軽水炉型試験研究用原子炉施設の運転中廃棄物である放射化コンクリートから発生する放射性核種であり、その発生量が極め
て少ないと考えられることから、同様に相対重要度は小さくなり、重要放射性核種の対象外とした。
　
③　Ｐｕ-238は、α線を放出する核種であり「全α核種」の中に含まれる。なお、Ｐｕ-238は代表的な放射性核種（20核種）として選定していなかったが、
Ｐｕ-239が決定経路となるシナリオを基に計算した結果、そのクリアランスレベルが0.2Bq/gとなることを確認した。
　　以上の検討から、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における重要放射性核種を以下のとおり抽出した。
　

　

主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における重要放射性核種

　　Ｈ-３、Ｍｎ-54、Ｃｏ-60、Ｓｒ-90、Ｃｓ-134、Ｃｓ-137、
　　Ｅｕ-152、Ｅｕ-154、全α核種

　

　
　　上記のとおり抽出した重要放射性核種は、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）の廃止措置等に伴い発生する廃棄物等の固体状物質のうちコンクリート
及び金属を前提としており、炉型及び対象物が異なる場合には、別途、重要放射性核種を抽出する必要がある。
　　また、クリアランスレベルの算出結果は、各々の放射性核種について10μSv／年に相当する放射性核種の濃度であり、対象物中に複数の放射性核種が存
在する場合には、その重畳を考慮する必要がある。即ち、対象物中の重要放射性核種毎の濃度をそれぞれのクリアランスレベルの算出結果で除した値の合計
が１を超えないことを確認することにより、抽出した放射性核種の重畳は考慮されることになる。
　

　　重要放射性核種を抽出した後のクリアランスレベルの算出結果、即ち、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）におけるクリアランスレベルの算出結果に
基づく基準値の導出について表－４－７に示す。

　

　 表－４－５　放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果（ＢＷＲ、ＰＷＲ、ＧＣＲ）（１／２）　　　　　　　　　

ＢＷＲ

　

　　原子炉停止後０．５年（運転廃棄物） 　　 原子炉停止後６年後（解体廃棄物）

　　　 放射化物 　　 汚染物 　　　 放射化物 　　 汚染物

ｽﾃﾝﾚｽ 炭素鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 燃料損傷 ｽﾃﾝﾚｽ 炭素鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 燃料損傷

最重要
　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　

Co-60
　



１桁目
　 　

Mn-54
　

Co-60
　 　 　 　 　

Co-60
　 　 　

２桁目

　

Mn-54

　

Fe-59

　

H-3
Sc-46
Eu-154

Mn-54
Co-58
　

Mn-54
Co-58
Cs-134 　 　

H-3
Eu-154
　 　 　

３桁目

　

Co-58
Fe-59

　

Fe-55
Co-58
Zn-65
Sb-124
Eu-152
　

Mn-54
Fe-55
Fe-59
Zn-65

　

Fe-59
Zn-65

　

Fe-59
Zn-65
Sr-90
Cs-137

　 　

Fe-55
Eu-152

　

C-14

　 　

Sr-90
Cs-134
Cs-137

　

　

ＰＷＲ

　

　　原子炉停止後０．５年（運転廃棄物） 　　 原子炉停止後６年後（解体廃棄物）

　　　 放射化物 　　 汚染物 　　　 放射化物 　　 汚染物

ｽﾃﾝﾚｽ 炭素鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 燃料損傷 ｽﾃﾝﾚｽ 炭素鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 燃料損傷

最重要
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　

Co-60
　

１桁目
　 　

Mn-54
　

Mn-54
Eu-152 　 　 　 　

Co-60
　 　 　

２桁目

　

Mn-54
Co-58

　

Fe-59

　

H-3
Sc-46
Cs-134
Eu-154
　

Mn-54
Co-58

　

Mn-54
Co-58
Sr-90
Cs-134
Cs-137 　 　

H-3
Eu-154

　 　

Sr-90
Cs-137
Pu-238

　



３桁目

　

Fe-59
Zn-65

　

Fe-55
Co-58
Zn-65
Eu-152

　

Fe-59
Co-58
Te-123m
Tb-160
Ta-182

　

Nb-94

　

Nb-94
Ru-106
Eu-154
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Cm-244
　 　

Eu-152

　

Cs-134

　

C-14
Nb-94

　

C-14
Nb-94
Cs-134
Eu-154
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Cm-244
　

　
　

　 表－４－５　放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果（ＢＷＲ、ＰＷＲ、ＧＣＲ）（２／２）
　

ＧＣＲ

　

　 　原子炉停止後６年（運転廃棄物） 　　原子炉停止後１０年後（解体廃棄物）

　　　 放射化物 　　 汚染物 　　　 放射化物 　　 汚染物

ｽﾃﾝﾚｽ 炭素鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 　 ｽﾃﾝﾚｽ 炭素鋼 ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 　

最重要
　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　 　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　 　

１桁目

　 　 　

Co-60

　 　 　 　 　

Co-60

　 　 　

２桁目

　 　 　

H-3
Cs-134
Eu-154
　

Zn-65

　 　 　 　

H-3
Eu-154

　 　 　

３桁目

　

Nb-94

　

Mn-54
Eu-152

　

Ba-133

　

C-14
Mn-54

　 　

Nb-94

　

Eu-152

　

Cs-134
Ba-133

　

C-14
Sr-90
Cs-137

　 　



　
*1：上記表は各放射性核種のうちＤ／Ｃの最大となった放射性核種のＤ／Ｃで規格化し、桁で分類したもの。　　また、クリアランスレベルの算出結果がな
い放射性核種については、今回の算出結果を参考に計算した　　値を用いた。
*2：燃料損傷を考慮する場合は、標準プラントの推定結果のうち、ＦＰ（核分裂生成物）及びＴＲＵ（超ウ　　ラン）の核種組成を補正した。（ＢＷＲ：１
０００倍、ＰＷＲ：６００倍）
*3：運転廃棄物の場合は、原子炉停止後からクリアランスされるまでの期間として、定期点検期間等を考慮　　して、原子炉停止後０．５年後とした。解体
廃棄物は原子炉停止後６年後とした。ただし、ＧＣＲにつ　　いては既に原子炉を停止しているので解体廃棄物は原子炉停止後１０年、運転廃棄物は６年と
した。
*4：運転廃棄物では半減期１カ月未満及び解体廃棄物では半減期１年未満の放射性核種は、減衰により放射　　性核種の濃度が初期濃度の０．０２以下とな
るため対象外とした。また、放射性希ガスも対象外とした。
　
　

（出典：「原子力発電所の運転及び解体に伴い発生する廃棄物の物量、性状等に関する資料集」 （財）原子力環境整備センター）

　
　　　　　

　　 表－４－６　放射性核種組成に基づく相対重要度評価結果（軽水炉型試験研究用原子炉施設）
　

軽水型
試験用
原子炉
　

原子炉停止後０．５年（運転廃棄物） 　原子炉停止後５年後（解体廃棄物）

　　　 放射化物 汚染物 　　　　放射化物 汚染物

ｽﾃﾝﾚｽ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染 ｽﾃﾝﾚｽ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｺﾝｸﾘｰﾄ 汚染

最重要
　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　

Co-60
　

Co-60
　

Eu-152
　

Co-60
　

１桁目

　 　 　

Sc-46
Co-60
Eu-154 　 　 　

Co-60
Eu-154
　 　

２桁目

　

Co-58

　

Zn-65
Ag-110m

　

H-3
Mn-54
Fe-59
Zn-65
Cs-134
Ta-182

Zn-65
Ag-110m

　 　 　

H-3
Cs-134

　 　



３桁目

　

Mn-54
Fe-59

　

H-3
Mn-54
Fe-59
Ag-108m

　

Ag-110m
Sb-124
Tb-160

　

H-3
Mn-54
Co-58
Fe-59
Ag-108m

　 　

H-3
Ag-108m

　 　

H-3
Ag-108m

　

　
*1：上記表は各放射性核種のうちＤ／Ｃの最大となった放射性核種のＤ／Ｃで規格化し、桁で分類したもの。また、クリアランスレベルの算出結果がない放
射性核種については、今回の算出結果を参考に計算した　　値を用いた。
*2：試験研究用原子炉施設としては、ＪＰＤＲをモデルとした軽水炉型試験研究用原子炉施設について放射性核種組成を算出した。
　　計算モデル：ＪＰＤＲ（定格出力換算運転年数：約１．２年、熱出力：約２１，０００ＭＷＤ）
*3：運転廃棄物の場合は、原子炉停止後からクリアランスされるまでの期間として、定期点検期間等を考慮して、原子炉停止後０．５年後とした。解体廃棄
物は原子炉停止後５年後とした。

*4：運転廃棄物では半減期１カ月未満及び解体廃棄物では半減期１年未満の放射性核種は、減衰により放射性核種の濃度が初期濃度の０．０４以下となるた
め対象外とした。また、放射性希ガスも対象外とした。汚染物の評価においては、汚染源を構造材からのＣＰ核種（腐食生成核種）と照射燃料におけるＦＰ
核種とし、ＣＰ核種についてはＪＲＲ－３Ｍ（アルミニウムを使用）の一次冷却材中の実測データを、また、ＦＰ核種についてはＢＷＲの一次冷却材水中に
おける主要ＣＰ核種とＦＰ核種の存在比を、それぞれ使用した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 （出典：日本原子力研究所調べ）

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
表－４－７　主な原子炉施設におけるクリアランスレベルの

算出結果に基づく基準値の導出　
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：Bq/g）

　放射性核種

　

導出した基準値

　

　 ＩＡＥＡ技術文書

　 ｢TECDOC-855｣の値
　

　Ｈ － ３
　

　　　２００
　

１０００～１００００
　



Ｍｎ－５４
　

　　　　１
　

　　　０．１ ～ １
　

Ｃｏ－６０
　

　 　０．４
　

　　　０．１ ～ １
　

Ｓｒ－９０
　

　　　　１
　　 　

　　　１　～　１０
　　 　

Ｃｓ－１３４
　

　　　０．５
　

　　　０．１ ～ １
　

Ｃｓ－１３７
　

　　　　１
　

　　　０．１ ～ １
　

Ｅｕ－１５２
　

　 　 ０．４
　

　　　０．１ ～ １
　

Ｅｕ－１５４
　

　 　 ０．４
　

　　　　　　 －
　

全α核種

　

　　　０．２

　

　　　０．１ ～ １
[Pu-239,Am-241の場合]
　

　　　注１　主な原子炉施設とは軽水炉及びガス炉を言い、重水炉及び高速炉は除く。

　　　注２　グラム当たりのベクレル数（Bq/g）として示されているが、少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された濃度であるとして算出している。　　

　　　注３　上表の放射性核種ごとに、導出した基準値に対する対象物の放射性核種濃度の比を計算し、この合計が１以下であれば、当該対象物は「放射性物質として扱う必要がな
い」と判断される。

　
４．４　検認方法の基本的考え方
　
　　クリアランスレベル以下であることの検認方法については、既に適用例がある「放射性廃棄物でない廃棄物」の検認方法の手順を基に、その基本的考え
方を以下のとおり検討した。
　
　　当専門部会は、平成４年２月、原子炉施設の解体等に伴って発生する固体状の廃棄物について、放射性物質によって汚染された可能性が全くない物、又
は、放射能レベルについて自然レベルとの間に有意な差が認められないものについてまで一律に放射性廃棄物と見なすことは合理的でないとの考え方から、
「放射性廃棄物でない廃棄物」の範囲に関する考え方を示した。
　　この考え方については、日本原子力研究所動力試験炉（ＪＰＤＲ）の解体実地試験に伴い発生したコンクリート及びＰＷＲの蒸気発生器の取替工事に伴



い発生した外部しゃへい壁切断部等コンクリートにおいて既に適用され、測定を含む検認が行われた実績がある。
　　ＪＰＤＲの解体実地試験に伴い発生したコンクリートでは、二次的な汚染について汚染がないことが明らかとは言えない区域について、先ず汚染状況を
把握し、各エリアの汚染状況及び汚染状態を踏まえたコンクリートの剥離作業により汚染部分を分離した後、最後に検認のための測定を行っている。その
際、コンクリートの剥離深さを決定するための測定や、剥離終了後の検認のための測定における判断基準は、事前に設定した測定方法において、その測定結
果が検出限界値未満であることによっている。
　　また、ＰＷＲの蒸気発生器の取替工事に伴い発生する外部しゃへい壁切断部等コンクリートでは、放射化の汚染を考慮した検認のための測定（当該部分
は二次的な汚染がないことは明らか）を行っており、その判断基準は、放射能レベルが一般的に存在するコンクリートとの間に有意な差がないことによって
いる。
　　以上のように、放射性廃棄物と「放射性廃棄物でない廃棄物」を区分する際の検認方法については、その手順が確立されている。（図－４－４参照）
　
　　クリアランスレベルに関しても、その基本的な検認方法については、上記の「放射性廃棄物でない廃棄物」を区分する際の検認方法と同様の手順が適用
できる。その場合、クリアランスレベル以下であることの検認のための測定においては、個別に設定した測定方法による検出限界値が判断基準になるのでは
なく、基準値として明確に定義されたクリアランスレベルの値が判断基準となる。
　
　　クリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化することにより、その判断基準がより明確となり、対象物の除染作業や検
認のための測定作業等がより適切に実施できると考えられる。
　
　　また、主な原子炉施設における固体状物質の場合、先ず、炉型の相違、対象物の種類等（解体廃棄物又は運転中廃棄物、金属又はコンクリート、汚染物
又は放射化物）を考慮して測定の対象とする放射性核種を絞り込み、次に、他の放射性核種については、低レベル放射性廃棄物に係る埋設確認と同様な方法
で、対象物の核種組成を考慮しスケーリングファクタ（ＳＦ）法などを用いて検認することで、測定の対象とする放射性核種を限定することが可能であると
考えられる。なお、測定の対象を放射性核種毎とせず、全βγ核種及び全α核種とする方法も考えられる。
　
　　以上のように、クリアランスレベル以下であることの検認方法については、付属資料－７に示した既存の測定技術及び開発中の測定技術を用いて、合理
的に行うことが可能であると考えられる。
　
　　なお、具体的な検認方法については、今回のクリアランスレベルの算出結果が少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された濃度であるとして
算出したものであることに留意しつつ、また、現場において適切かつ簡便に運用できるマニュアル的なものとなるよう配慮しつつ、今後、測定すべき対象物
の範囲や、測定点数や測定単位の採り方、許容されるばらつき等の測定方法などを検討することが重要である。



　



５．終わりに

　

５．１　本報告書の意義及び今後の調査審議等の進め方

　

　　本報告書では、主な原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における固体状物質（コンクリート及
び金属）を対象に、ＩＡＥＡ技術文書「TECDOC-855」の考え方を基に、科学的な観点から、我
が国としてクリアランスレベルの具体的な数値を初めて算出した。

　　第３章では、原子炉施設の廃止措置等に伴い発生する廃棄物等の固体状物質を対象に、これ
が埋設処分又は再利用される場合を想定して73のシナリオ（埋設処分：41、再利用：32）を選定
し、20の放射性核種について10μSv/年（自然界の放射線レベルに比較して十分小さく（百分の一
以下）、また、人の健康に対するリスクが無視できる線量）に相当する濃度を計算した。この数
値は、少なくとも10トン程度の固体状物質ごとに平均化された濃度であるとして算出されたもの
であり、また、①現実的に起こり得ると想定される経路を網羅的に抽出した上で重要な評価経路
を選定したこと、②発生確率が小さいと考えられる評価経路についても保守的に確率を考慮しな
かったこと、③評価パラメータ等は文献にある平均的な値・代表値を使用しているがデータのな
いもの等は現実的な範囲で保守的と考えられる値を使用したこと等により安全性に裕度を持たせ
ており、結果的に保守的なものとなっている。

　　また、第４章では、シナリオの妥当性、重要放射性核種の抽出及び検認方法の基本的考え方
について考察し、クリアランスレベルの算出結果に基づく基準値を導出した。主な原子炉施設
（軽水炉及びガス炉）における固体状物質（コンクリート及び金属）を対象としたこの基準値
は、科学的な観点から十分に妥当なものと判断され、「放射性物質として扱う必要がない物」を
制度化する際に基礎となるものである。

　

　　他方、軽水炉及びガス炉以外の原子炉施設やＲＩ法対象施設等におけるクリアランスレベル
については、本報告書には盛り込まれていない。また、関連する他の基準等との関係の整理、具
体的な検認方法など、今後の調査審議や制度化にあたって考慮すべき事項がいくつかある。今後
は、５．２に示す範囲を対象とした調査審議を引き続き行うとともに、５．３に示す考慮事項を
適切に配慮した上で、クリアランスレベルを用いた「放射性物質として扱う必要がない物」の制
度化を図っていく必要がある。

５．２　今後の調査審議の範囲

　

　　本報告書は、第１章で述べたとおり、①原子炉施設の場合には低レベル放射性廃棄物の埋設
処分に係る安全基準等の策定及びその適用の実績があること、②原子炉施設の場合には放射性物
質の起源が主に中性子に起因した放射化であるため放射性核種の種類、その組成等が比較的均一
であること、③軽水炉及びガス炉の場合には各種データが蓄積されていること等を踏まえ、主な
原子炉施設（軽水炉及びガス炉）における固体状物質のうちコンクリート及び金属を対象とし
た。今後は、先ず、本報告書の内容も踏まえつつ、重水炉、ＲＩ法対象施設等における固体状物
質（可燃物を含む。）を対象として調査審議を進めていくこととする。

　　なお、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設、ウラン燃料加工施設等における固体状物質（放射
性核種の主な組成がプルトニウム、アメリシウム等のＴＲＵ核種やウランのもの）については、
今後、原子力委員会（原子力バックエンド対策専門部会）において処分方策に関する報告書がと
りまとめられる予定であることから、その状況を踏まえ、当専門部会で調査審議を開始すること
が適当と考えられる。

　

５．３　制度化までのスケジュールと今後の考慮事項

　

(1) 制度化までのスケジュール

　

　　平成10年３月、我が国で初めての商業用原子力発電所である日本原子力発電(株)東海発電所
（ガス炉）の運転が終了した。現在、原子炉施設の廃止措置に向けた準備が行われており、早け
れば平成13年にも解体届が国に提出され、その後、系統除染、安全貯蔵等の期間（５～10年程
度）を経て解体作業が開始される予定である。

　　また、ＲＩ法対象施設、試験研究用原子炉施設、核燃料物質使用施設等における廃棄物（Ｒ
Ｉ・研究所等廃棄物）を対象とした埋設処分について、平成12年頃（2000年頃）を目途に、処分
事業の実施主体を設立する計画が進められているほか、平成15年度に新型転換炉ふげん発電所
（重水炉）の運転が終了し、その後、廃止措置に向けた準備が行われる予定になっている。

　　原子力の研究、開発及び利用に伴い発生する廃棄物等の安全かつ合理的な処理、処分及び再
利用のため、クリアランスレベルの具体的な数値を算出し、その結果に基づき基準値を導出する
ことが求められており、上記のスケジュールに鑑み、平成13年頃には、クリアランスレベルを用
いて「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化することが期待されている。

　　以上の状況に鑑み、当専門部会では、本報告書の内容も踏まえつつ、約１年間程度かけて、
重水炉、ＲＩ法対象施設等における固体状物質（可燃物を含む。）を対象としたクリアランスレ
ベルに関する調査審議を引き続き行うこととし、原子力安全委員会においては、当専門部会での
調査審議の結果を踏まえ、平成12年末までに、クリアランスレベルを用いた「放射性物質として
扱う必要がない物」の制度化の方針が決定されることを期待する。

　

(2) 今後の考慮事項

　

　　今後、クリアランスレベルを用いた「放射性物質として扱う必要がない物」の制度化に向け
ての調査審議等においては、以下の考慮事項を適切に配慮する必要があると考えられる。

　

①　先ず、関連する他の基準等との関係の整理が挙げられる。第１章に示したとおり、クリアラ
ンスレベルに類似するものとして「規制免除レベル」の概念がある。ＩＡＥＡにおけるクリアラ
ンスレベルの具体的な数値については、第２章で示したとおり、ＩＡＥＡ技術文書
「TECDOC-1000」では、医療用、研究用等の少量（１トンオーダー／年以下）の固体状物質の
場合にはＢＳＳの規制免除レベルの数値をそのまま使用して良いとされており、一方、評価対象
物として、原子炉施設等における比較的多量の廃棄物等の固体状物質を主に念頭に置いたＩＡＥ
Ａ技術文書「TECDOC-855」では、ＢＳＳの規制免除レベル（＝少量の固体状物質を対象とし
たTECDOC-1000のクリアランスレベル）に比べ、１桁から２桁程度低い数値となっている。

　規制免除レベルの概念については、我が国においても放射性同位元素等による放射線障害の防
止に関する法律（ＲＩ法）に規定する「放射性同位元素」の定義等において既に制度化されてい
るが、ＢＳＳの規制免除レベルの考え方、数値等の我が国の法令への取り入れに関しては、今後
議論がなされることになっている。

　以上のような状況を踏まえ、今後、当専門部会が行うクリアランスレベルに関する調査審議に
おいては、ＢＳＳの規制免除レベルとクリアランスレベルとの関係についても併せて議論を行
い、整理を行う必要がある。

　

②　また、関連する他の基準等として、第４章に示したとおり、当専門部会が平成４年２月に示
した「放射性廃棄物でない廃棄物」がある。これは、放射性物質によって汚染された可能性が全
くない物、又は放射能レベルについて自然界のレベルとの間に有意な差が認められないものにつ
いてまで一律に放射性廃棄物と見なすことは合理的でないとの考え方から、放射性廃棄物と「放
射性廃棄物でない廃棄物」を区分する際に考慮すべき基本的考え方を示したものである。

　一方、クリアランスレベルとは、「放射性物質として扱う必要がある物」（即ち「放射性物
質」のこと）と「放射性物質として扱う必要がない物」を区分するレベルのことである。した
がって、「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化する際には、クリアランスレベルを
「『放射性物質』と『放射性物質でない物』を区分する具体的な数値」として法令等に規定する
ことも可能であり、この点も含め、今後、クリアランスレベルと「放射性廃棄物でない廃棄物」
との関係を整理することが必要である。

　

③　次に、国際的動向との関連が挙げられる。第２章で示したとおり、ＩＡＥＡは、ＩＡＥＡ技
術文書「TECDOC-855」に対する各国からのコメントを受け付けた後見直し作業を行い、平成12
年（2000年）頃を目途に、ＲＡＤＷＡＳＳ（放射性廃棄物国際安全基準）の安全指針（但し、数
値そのものは参考にすべき技術資料として添付される予定）として位置付け再出版するととも
に、規制除外、規制免除及びクリアランスの概念を再整理した安全指針も同時に出版する計画で
ある。また、ＥＵは、平成10年（1998年）に、再利用を念頭に置いたクリアランスレベルに関す
る報告書を出版しており、これを踏まえ、欧州諸国の一部の国ではクリアランスレベルの見直し
を行う動きもある。今後、当専門部会が行うクリアランスレベルに関する調査審議においては、
このような国際的動向を常に留意していく必要がある。

　

④　また、第４章で示したとおり、具体的な検認方法についても、クリアランスレベルを用いて
「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化する際には詳細に考慮しなければならないもの
である。その際には、今回算出したクリアランスレベルの数値が少なくとも10トン程度の固体状
物質ごとに平均化された濃度であるとして算出したものであることに留意し、また、現場におい
て適切かつ簡便に運用できるマニュアル的なものとなるよう配慮しつつ、測定すべき対象物の範
囲や、測定点数や測定単位の採り方、許容されるばらつき等の測定方法などを検討することが重
要であり、今後、制度が実際に運用されるまでに十分に議論を行い、指針等を整備していくのが
適当である。

　

⑤　最後に、クリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要がない物」を制度化し、
定着させるためには、当専門部会の与えられた役割である「科学的な観点からの調査審議を行う
こと」は勿論であるが、加えて、「社会的な安心の観点」への配慮が必要である。クリアランス
レベルとは「放射性物質として扱う必要がない物」を区分するレベルであり、国際的にはもとも
と概念として存在するものであるが、我が国における最近の原子力施設等における事故・トラブ
ル等や不適切な対応などに鑑み、クリアランスレベルに関しても国民の理解を得るための一層の
努力が必要と考えられる。

　　当専門部会では、このような点に留意し、会議の議事、議事録及び資料を公開すること、ク
リアランスレベルの算出の根拠となるデータ等を添付することなどの情報公開を可能な限り行っ
てきたところであるが、今後、クリアランスレベルを用いて「放射性物質として扱う必要がない
物」を制度化し、定着させるためには、国民の理解が不可欠であり、情報公開を通じて透明性を
確保すること、国民との対話を行うこと等の施策を積極的かつ地道に実施していくことが重要で
ある。

　　今後、国民の理解を得るため、当専門部会において会議の議事等の公開を引き続き行ってい
くこととするが、原子力安全委員会、行政庁及び事業者等においても、当専門部会での調査審議
の結果を踏まえつつ、例えば、それぞれの立場でクリアランスレベルに関する広報活動を積極的
に展開することが必要であり、また、総合エネルギー調査会原子力部会でも議論されているよう
に、再利用可能なコンクリートや金属については事業者等が率先して自ら再利用し、実績を積み
上げていくことも必要であると考えられる。

　　当専門部会としては、クリアランスレベルを用いた「放射性物質として扱う必要がない物」
の制度化が国民に広く浸透し定着するため、社会的な安心の観点については、今後、原子力安全
委員会、行政庁及び事業者等においても、それぞれの立場で適切な対応がとられることを期待す
るものである。

　



　

主な用語解説
　　　 （この用語解説は、本報告書の参考として、本報告書に用いられている専門用語等を簡略に説明したものである。）

ア行
　

・安定型処分場
　産業廃棄物等の３つの埋立処分場（遮断型処分場、管理型処分場、安定型処分場）のうちの１つで、廃プラスチック類、ゴ
ムくず、金属くず、ガラス・陶磁器くず、建設廃材を対象とした、水に溶けず腐らない廃棄物をそのまま土に埋め立てる処分
場のこと。
　
・移行係数
　ある環境媒体（土壌等）から他の環境媒体（農作物等）への物質の移行を評価する指標の一つをいう。例えば、土壌－農作
物移行係数とは、農作物中の放射性核種の濃度と、その土壌中の放射性核種の濃度とを関連づける指標のこと。この場合の移
行係数は，以下のように示される。
　移行係数＝(農作物［一般に可食部］中の着目する放射性核種濃度)／(土壌中の着目する　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 　　放射性核種濃度)
　
・遺伝的影響
　放射線による影響には、放射線を受けた本人にあらわれる影響（身体的な影響）と、その子孫にあらわれる影響がある。後
者の影響を遺伝的影響という。
　
・埋立処分
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」にある、廃棄物の最終処分の方法（埋立処分、海洋投入処分等）のうちの１
つ。埋立処分は処分をする地形上の分類から、内陸埋立処分（平地や山間などに埋立）と水面埋立処分（水際等に埋立）に分
類される。
　
　

カ行
　

・外部被ばく
　放射線による被ばくのうち、体外に存在する放射線源から発生する放射線を受けること。
　
　
・海洋投入処分
　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」にある、廃棄物の最終処分の方法（埋立処分、海洋投入処分等）のうちの１
つ。海洋投入処分してもよい廃棄物の種類が政令で定められ、場所や方法などが制限されている。
　
・管理区域
　放射線の線量率、放射性物質の空気中濃度、又は放射性物質の表面汚染密度が一定の値を超えるか、又は超える可能性のあ
る区域をいう。管理区域では、壁、さく等の区画物による区画、人の出入りの管理、人が触れる可能性のある物の汚染の制限
等の管理が行われる。
　
・局所被ばく
　体外の放射線源からの被ばくでは、線源が身体の近傍にある場合や、放射線の透過力が小さい場合は、放射線を受ける身体
の部位が局所的に限定されることがある。このような被ばくを局所被ばくあるいは局部被ばくという。
　
・決定経路
　ここでは、選定した評価経路のうち、クリアランスレベルの算出結果が最小となる経路。例えば、クリアランスレベルの導
出におけるﾄﾘﾁｳﾑの決定経路は、埋設処分場の跡地を利用して栽培した農作物を摂取する経路である。
　
・原子炉冷却材
　原子炉の燃料内では、核分裂による発熱反応が起こる。この燃料を冷却する媒体を冷却材という。発電炉では、冷却材に
よって取り出された熱を動力のエネルギーに変換して発電を行う。軽水炉（国内のほとんどの商業用原子炉はこのタイプ）で
は普通の水、ガス炉では炭酸ガスが冷却材として利用されている。
　
・行為
　ここでは、クリアランスレベルを計算するに当たっての廃棄物等の処分または再利用をいう。ここでの１行為は実用発電用
原子炉施設１基の廃止措置に伴って発生する廃棄物等の処分または再利用で、その対象となる量を基にクリアランスレベルを
計算している。
　
・混合率
　ここでは、原子炉施設の廃止措置等に伴って発生するクリアランス対象物の量が、クリアランスレベル以下の物（クリアラ
ンス対象物及び「放射性廃棄物でない廃棄物」との混合物）の総量に占める比率。
　
　

サ行
　

・最適化
　放射線防護における「最適化」とは、経済的及び社会的な要因を考慮に入れて、被ばくを合理的に達成できる限り低く保つ
ことを意味する。
　
・市場係数
　ここでは、流通市場において、放射性核種を含むとした製品、食物等が放射性核種を含まない同種の製品、食物等に混合し
た場合に、総量に対する放射性核種を含むとした製品、食物等の量の割合。
　
・実効線量（実効線量当量）
　放射線の人間への影響の大きさは、人体に吸収される放射線の量（質量当たりの吸収エネルギーで表される。）の大小だけ
ではなく、放射線の種類（α線、β線、γ線、中性子線等）や、放射線のエネルギー、放射線が人体のどの組織・臓器に吸収
されるかによって変わってくる。このため、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）は１９９０年勧告において、放射線の種類、
エネルギー、被ばく部位に関係なく、放射線被ばくに伴う確率的影響の程度を表す放射線防護上の指標として実効線量を定義
した。実効線量は、放射線の種類や放射線が吸収される人体の部位による影響度の補正係数を吸収された線量に掛けて求めた
ものである。その結果、実効線量と健康影響の大きさは正比例関係になると仮定されることになる。
　
・(実効)線量（換算）係数
　内部被ばくの場合は、経口摂取あるいは吸入によって体内に取り込んだ放射性核種の単位放射能量当たりの預託実効線量。
外部被ばくの場合は、線源に含まれる放射性核種の単位濃度、単位時間当たりの実効線量。
　
・遮へい係数
　放射性核種から出る放射線（γ線など）が媒体を透過する場合に，放射線は媒体に吸収されて減衰する。この際、その媒体
に吸収されないで通り抜ける放射線の割合を、ここでは遮へい係数という。すなわち、放射線の透過率を意味する。
　
・集団線量
　放射線による影響は実効線量に比例すると仮定されており、ある集団の全体に対する影響の指標として、その集団の個人の
（実効）線量を合計した値を用いることができる。これを集団（実効）線量という。
　
・除染
　ここでは、原子炉施設等の機器・配管等に付着した放射性物質を除去すること。除染方法としては、化学除染法、物理除染
法、電気化学除染法やこれらを組み合わせて使う複合除染法がある。
　
・浸透水量
　ここでは、一年間に地表面に降った雨水のうち地下にしみ込んだものの量をいい、単位面積当たりの量で表している。
　
・スケーリングファクタ（ＳＦ）法
　難測定核種（非破壊測定が困難な放射性核種（Sr-90等））と生成機構等が類似する非破壊測定が可能なγ線を放出する放
射性核種（Cs-137等）が存在し、両者の放射能濃度間に相関関係が存在する場合、その係数をスケーリングファクタ（Ｓ
Ｆ）と言い、外部からの非破壊測定とスケーリングファクタ（ＳＦ）を利用して、難測定核種の放射性核種の濃度を決定する
方法をいう。
　
・政令濃度上限値
　ここでは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」第１３条の９に記載されている廃棄物埋設事
業の許可申請を行うことができる放射性廃棄物中の放射性核種の濃度の上限値。
　
・浅地中処分
　低レベル放射性廃棄物のうち、地表付近（数十ｍ程度まで）で行われる処分のこと。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の定義に
よれば、地下数ｍの素堀りトレンチ処分、コンクリートピット処分、地下数十ｍの岩洞への処分等が相当する。これに対し
て、地層処分は、地下約数百ｍへの処分概念について用いられている。
　
　そこつざい
・粗骨材
　コンクリートを造るためにセメント及び水と練り混ぜる寸法５ｍｍ以上の砕石、砂利等で、ここでは寸法２５ｍｍ程度まで
のものをいう。
　

タ行
　

・帯水層
　地層を形成している土壌の空隙が大きく，かつ地下水によって飽和されている地層。不透水層（水を通しにくい土壌層）の
上に位置する砂層などがこれに当たる。
　
・代謝パラメータ
　生物体が生存・活動に必要な物質を体内に取り入れる、又は不必要な物質を体外へ出すプロセスをモデル化したものを代謝
モデルといい、そのモデルに使用されるパラメータを代謝パラメータという。例えば、呼吸率をいう。
　
ちょうじょう
・重畳（行為、経路、核種の）
　ここでは、線源及び行為、それらによる被ばくの経路、あるいは含まれる放射性核種が複数ある場合であって、複数のもの
が同時に同一の個人に関与する場合をいう。
　
　

ナ行
　

・内部被ばく
　放射線による被ばくのうち、吸入、経口摂取等により体内に取り込まれた放射性核種からの放射線を受けること。
　
・濃縮係数
　生物内に蓄積する放射性核種の量と，その生息環境中の当該核種の濃度とを関連づける指標。例えば、水中に、ある放射性
核種が一定の濃度で存在した場合、その中に長期間存在している水産生物の体内濃度が水中濃度の何倍になるかという倍率を
いい、
濃縮係数＝（水産生物中の着目する放射性核種濃度）／（水中の着目する放射性核種濃度）
で表される。ただし，水産生物の組織によって放射性核種の濃縮度が大きく異なることがあるため，可食部の濃縮係数を表す
場合が多い。
　

ハ行
　

・廃止措置
　ここでは、役目を終えた原子炉の運転終了後の取り扱いをいう。「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」（平成
６年６月　原子力委員会）によると、商業用発電炉の廃止措置については、原子炉の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤
去することを原則としている。
　
・物品持ち出し基準
　「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（第八条一項一号ニ）」等に定められた、管理区域から物品を持ち出そう
とする場合に、その物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装）の表面汚染密度が、管理区域内
の人の触れるおそれのある物について定められている表面汚染密度限度の十分の一を超えないようにしなければならないとす
る基準。この基準を物品持ち出し基準と通称することがある。
　
・分配係数
　ここでは、平衡状態における固相（土壌）の単位質量当たりの放射性核種の濃度と液相（地下水もしくは浸透水）中の単位
体積当たりの放射性核種の濃度の比であり、環境分野においては、土壌あるいは埋め戻し材が放射性核種の移行をどの程度抑
制させるかを評価する場合等に用いられる。
　
・表面汚染密度
　放射性核種を含んだじんあい（空気中のほこり）や溶液が物質の表面に付着・沈着したものを表面汚染という。表面汚染密
度は、これを単位面積当たりの放射能量で表したもので、単位としてBq/cm２等が用いられる。
　
・放出係数
　埋設された廃棄物中の放射性核種の濃度とその廃棄物からの浸出水に含まれる当該放射性核種の濃度の比をいう。
　
・放射性廃棄物でない廃棄物
　ここでは、使用履歴、設置状況等から、放射性物質の付着、浸透等による二次的な汚染がないことが明らかであること、又
は、十分な遮へい体により遮へいされていた等、施設の構造上中性子線による放射化の影響を考慮する必要がないことが明ら
かであること、等から放射性廃棄物と区分されるもの。放射性廃棄物の処理処分の最適化、合理化等に資することを目的とし
て、当専門部会が平成４年２月に考え方を示した。
　
・保温材
　熱伝導率が小さく、熱が逃げたり入ったりするのを防ぐために用いる材料。工業プラント等では、熱的経済性を確保して熱
損失を防止する、作業員の安全性を確保し火傷を防止する等の目的で設置されている。
　
・保守的
　ここでは、被ばく線量評価において、評価結果が厳しくなる、すなわち被ばく線量が高くなるような条件設定を行うことを
いう。例えば、評価パラメータは、文献等を参考に現実的な値を選定することとしているが，評価パラメータによっては参考
となる文献等がないものもあり、それらの値の選定に当たっては，現実的な値の範囲を検討し，その範囲内で結果が最も厳し
くなる（クリアランスレベルが低くなる）ように値を選定している。そのような値の選定をした評価パラメータについて「保
守的な値」などと記述している。
　

ヤ行
　

・預託実効線量
　放射性核種が人体に摂取された場合、この放射性核種は、人体の代謝機能によって人体から次第に排出されたり、放射性壊
変によって放射能が減衰していく。摂取された放射性核種による人体の放射線被ばくは、上述のプロセスによって次第に減少
していくが、体内から完全になくなるまで継続する。そこで、将来受ける線量を前もって評価するために、放射性核種を摂取
した時点に遡って被ばくしたと見なして、線量を積分することをいう。ここでは、積分期間として、50年間を使用している。
　

ラ行
　

・リスク
　放射性廃棄物管理の分野においては、次の定義のいずれかが該当する。
－一般的にはリスクはある期間又はある条件において、特別な出来事の起こる可能性であ　る。
－放射性廃棄物処分場の安全評価においては、リスクは安全性の尺度として使用される可　能性がある。この関係では、リス
クは個人が被ばくをするという確率と、その被ばくか　ら生じる健康影響の確率の積として定義される。
　


